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こんなとき、このような事業や資金が利用できます

　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業） 6-10 ● ● ○ ● ◎ ● ● ● ●

　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業） 11-13 牛

　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（実証支援事業） 14

　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（優良繁殖雌牛更新加速化事業） 15

　肥育素牛生産拡大施設等整備事業 16 　 ◎ ◎ ◎

　ICT化等機械装置等導入事業（畜産ICT事業） 24 ○ ○

　佐賀県産飼料増産総合対策事業 30

　国内肥料資源利用拡大対策事業（畜産環境対策総合支援事業、家畜排せつ物
処理施設構造転換支援事業）

31-32 ● ●

   畜産近代化リース事業 51

　畜産高度化支援リース事業 52 ● ● ● ● ●

　酪農経営支援総合対策事業 27 ○

　肥育素牛生産拡大支援事業 17-18

　佐賀県肉用牛特別導入事業 19

　肉用牛経営安定対策補完事業(遺伝的多様性に配慮した改良基盤確保) 20-21

　乳用牛確保・改良促進対策事業 28

　養豚経営安定対策補完事業 29

　肉用子牛生産者補給金制度 33

　優良和子牛生産推進緊急支援事業・和子牛産地基盤強化緊急特別対策
事業

34

　さが畜産経営サポート事業（経済対策） 35-39

　肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン） 40

　肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン） 41

　鶏卵生産者経営安定対策事業 42

　加工原料乳生産者補給金制度 43

　加工原料乳生産者経営安定対策事業 44

　配合飼料価格安定制度 45

　配合飼料価格高騰経営安定対策事業（経済対策） 46

　養豚経営安定対策保管事業 29

　畜産特別資金 47

　農業近代化資金 48 ● ● ● ● ● ● ○ ● ◎ ● ● ● ●

　農業経営基盤強化資金（スーパーL資金） 49 ● ● ● ● ● ● ○ ● ◎ ● ● ● ●

　農業改良資金（新しい農業経営にチャレンジする場合） 50 ● ● ● ● ● ● ○ ● ◎ ● ● ● ●

　飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援事業 23

　肉用牛経営安定対策補完事業(肉用牛ヘルパー推進) 20-21

　佐賀県肉用牛ゲノム育種価評価支援事業 22

　佐賀県乳用牛群検定事業 25

　佐賀県酪農ヘルパー支援事業 26

　死亡獣畜処理対策事業 53

　畜産経営技術高度化推進事業（経営診断） 54

●印はすべての畜種で実施可能です。畜種が限定されている事業等は次のとおり区分しております。　○印は乳用牛、◎は肉用牛、
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畜産関係補助事業等一覧（目次）
畜 種 事 業 名 概 要 ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（畜産クラスター）の概要

地域ぐるみで収益力を向上させる取組に対して助成 1-5

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（施設整備事業）〔基金〕

畜産クラスター計画の目標達成のための取組につい
て、中心的な役割を担う畜産経営等の施設等の整備
に対して助成

6-10

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（機械導入事業）〔基金〕

地域の中心的な役割を担う畜産業を営む者等が、地
域ぐるみで収益力を向上させるために必要な機械装
置の導入を支援

11-13

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（調査・実証・推進事業）〔基金〕

地域ぐるみで収益力を向上させる取組や体制検討会
の開催、先進地域等調査、実証等の実施の取組に対
して助成

14

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（優良繁殖雌牛更新加速化事業）〔基金〕

畜産クラスター計画に基づき、高齢の繁殖雌牛から
優良な繁殖雌牛に更新した場合に奨励金を交付

15

肥育素牛生産拡大施設等整備事業
県内産肥育素牛の生産拡大を図るための施設・機
械、ふん尿処理施設・機械等の整備に要する経費に
対する助成

16

肥育素牛生産拡大支援事業〔県単〕
農協が優良な繁殖雌牛を導入し、繁殖雌牛の増頭又
は改良を行う農家に貸し付ける場合に導入経費の一
部を助成

17-18

佐賀県肉用牛特別導入事業〔県単〕
県の補助を受け、市町が家畜導入基金を造成し、繁
殖牛を購入して、高齢者等に一定期間の貸付を行う

19

肉用牛経営安定対策補完事業
遺伝的多様性に配慮した血統の繁殖雌牛の導入支
援、肉用牛ヘルパー育成推進、などの取組に対する
補助

20-21

佐賀県肉用牛ゲノム育種価評価支援事業
〔県単〕

畜産農家が繁殖雌牛の遺伝的能力を把握するため、
肉用牛ゲノム育種価（枝肉形質）の評価を依頼する
のに要する経費に対する補助

22

乳用牛
肉用牛

飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援
事業〔国庫〕

環境軽減に取り組んでいる酪農・肉用牛の経営体に
対し、飼料作付面積に応じた交付金を交付

23

畜産経営体生産性向上対策事業
（畜産ICT事業）

省力化・生産性向上につながる機械装置（各種デー
タ取得が可能）の導入を支援（搾乳ロボット・発情
発見装置等）。

24

佐賀県乳用牛群検定事業〔県単〕
乳用牛群検定員による農家データ収集、分析指導員
による集計・分析、検定成績による飼養管理指導等
に対する助成

25

佐賀県酪農ヘルパー支援事業〔県単〕
酪農ヘルパーの普及・啓発のための利用組合推進会
議、活動調整会議の開催や酪農ヘルパーの出役活動
等について助成

26

酪農経営支援総合対策事業
酪農ヘルパーの利用拡大や優良乳用牛の導入、円滑
な乳牛継承、暑熱対策等の生産基盤の維持・強化の
ための取組に対し支援

27

乳用牛確保・改良促進対策事業〔県単〕
高能力乳用牛の外部導入や性判別精液の利用による
乳用牛群の改良促進、早期妊娠判定技術等の導入に
より繁殖成績を向上に対する取組に対し支援

28

養
豚

養豚経営安定対策補完事業
生産コストの低減を図るために必要となる種豚の導
入、飼養管理技術の向上を図るための研修会開催、
先進的な取組の普及活動に対し支援

29

飼
料

佐賀県産飼料増産総合対策事業〔県単〕

自給飼料の生産・利用拡大を促進することにより、
畜産農家の生産コストを低減し、経営の安定化を図
るため、自給飼料の生産拡大に必要な機械等の整備
に対し助成

30

堆
肥

国内肥料資源利用拡大対策事業
（畜産環境対策総合支援事業）〔国庫〕

家畜排せつ物の地域偏在を解消する取組や高度な畜
産環境対策を支援

31-32

畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー

乳
用
牛

肉
用
牛
繁
殖



畜 種 事 業 名 概 要 ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ

肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合に、生
産者補給金を交付

33

優良和子牛生産推進緊急支援事業
和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業

ブロック別平均売買価格が発動基準を下回った場合
に、奨励金を交付

34

さが畜産経営サポート事業費補助金
生産性低下防止、佐賀牛生産基盤強化、経営改善に
係る取組を支援

35-39

肉用牛肥育経営安定交付金制度
（牛マルキン）

粗収益が生産費を下回った場合に補てん金を交付 40

肉豚経営安定交付金制度
（豚マルキン）

粗収益が生産費を下回った場合に補てん金を交付 41

鶏卵生産者経営安定対策事業

鶏卵価格が補てん基準価格を下回った場合に補てん
金を交付
対象期間中に空舎期間を設けた生産者等に奨励金を
交付

42

加工原料乳生産者補給金制度
農林水産大臣が定める限度数量の範囲内で生産され
る加工原料乳について補給金を交付

43

加工原料乳生産者経営安定対策事業
加工原料乳価格が補てん基準価格（過去3年間の平
均取引価格）を下回った場合、補てん金を交付

44

配合飼料価格安定制度
配合飼料価格が当該四半期直前1年間の配合飼料価
格の平均値を上回った場合に、その上回った額を補
てん金として交付

45

配合飼料価格高騰経営安定対策事業
飼料価格高騰等の影響を受けた畜産農家の経営負担
を軽減するため、令和6年度に購入した飼料費の一
部について助成

46

畜産特別資金（大家畜・養豚特別支援資
金）

負債の償還が困難な大家畜・養豚農家に対し、長
期・低利の借換資金の融通

47

農業近代化資金
畜舎の建設や肥育素牛の導入に必要な長期低利資金
の融通

48

農業経営基盤強化資金
（スーパーL資金）

認定農業者の農業経営改善計画の達成に必要な長期
低利資金の融通

49

農業改良資金
農業の担い手が農業改善を目的として創意と自主性
を活かしつつ、新技術を導入する場合などに無利子
資金の融通

50

畜産近代化リース事業 畜産農家等が利用する畜産関係施設のリース 51

畜産高度化支援リース事業 畜産農家等が利用する畜産関係施設・機械のリース 52

死亡獣畜処理対策事業〔県単〕
死亡獣畜の処理の円滑な推進を行うため、県外の死
亡獣畜処理場まで搬送する経費について補助

53

畜産経営技術高度化推進事業〔県単〕
畜産農家の経営を改善・向上させるため、畜産コン
サルタント等による経営診断の実施

54

◎参考資料

55

70

71
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(事業名) 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）〔基金・国庫〕 【畜種：全畜種】  

   

目的 

地域の関係者が連携して作成する地域全体の収益力を向上させる計画・目標の達成の

ための取組について、中心的な役割を担う畜産経営等の施設等整備に対して助成する。 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 

施設整備事業 畜産クラスター協

議会 

１ 収益性向上及び持続性・社会的価値向上に必要な下記に示

す施設（当該施設と一体的に整備する設備の整備）及び施

設の補改修 

 （収益性向上対策） 

①家畜飼養管理施設、②家畜排せつ物処理施設、③自給飼

料関連施設、④畜産物加工、展示・販売施設 

 （持続性・社会的価値向上対策） 

①家畜飼養管理施設、②家畜排せつ物処理施設、③自給飼

料関連施設、④家畜衛生・鳥獣対策施設、⑤畜産物加工、

展示・販売施設 

２ 農協が家畜飼養管理施設を整備し、農家へ貸し付け 

３ ２の貸し付けを行った農家への家畜の貸し付け（肉用繁殖

牛、乳用牛、繁殖豚の導入） 
 

事業採択要件等（全枠共通） 

事業区分 主 な 採 択 基 準 補助額 

畜産競争

力強化整

備事業 

 

 

１．施設整備を行う場合 

（１）畜産クラスター協議会で位置づけられた中心的な経営体 

で以下のもの 

（収益性向上対策、持続性・社会的価値向上対策共通） 

ア 畜産業を営む法人経営又は事業実施から３年以内に法人にな

る計画を有する者 

イ 法人化できない理由がある農業者で以下の条件のもの 

（ア）青色申告を継続して行うもの 

（イ）45 歳未満であるか、又は 45 歳以上であって後継者の確保

が見込まれるもの 

ウ 農業者の組織する団体（代表者の定めがあり、かつ、組織及

び運営についての規約の定めがある団体に限る。） 

エ 農協、公社、特定農業団体、地方公共団体等 

 

（２）施設等の整備に当たっては、次の要件を満たすもの 

 （収益性向上対策） 

ア  

 大規模経営にあっては、以下の成果目標を設定するもの。 

 ・単位頭羽数当たり販売額の１５％以上の増加 ・生産コスト

の１５％以上の削減 

 ・農業所得又は営業利益の１５％以上の増加 

イ 中小規模経営にあっては、以下の成果目標を設定するもの。 

・単位頭羽数当たり販売額の１０％以上の増加  

・生産コストの１０％以上の削減 

 ・農業所得又は営業利益の１０％以上の増加 

【通常枠、中山間

地域優先枠、輸出

拡大優先枠】 

国庫：1/2 

 

 

【肉酪重点化枠、

飼料増産優先枠、

令和６年能登半

島地震により被

災した地域に係

る特例、新規就農

優先枠】 

基金：1/2 

 

 

【補助上限額】 

5 億円/年 

※2 年までの事業

計画申請可能 
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 （持続性・社会的価値向上対策） 

   下記に掲げる 1 環境、2 地域経済・担い手、3 動物福祉・家畜

衛生等のうちそれぞれのテーマから選択し成果目標を設定。 

  1-1）国産飼料の生産・利用 1-2）温室効果ガス排出削減 

  1-3）資源循環型農業の促進 

  2-1）雇用創出  2-2）ブランド化・付加価値向上 

  2-3）消費者の理解情勢 2-4）新規就農・経営継承 

  3-1）動物福祉の実践 3-2）家畜疾病対策の強化・高度化 

  3-3）野生鳥獣害防止対策 3-4）多様性の確保 

 

（３）留意事項 

・持続性・社会的価値向上対策において、費用対効果分析を不要と

する。ただし、５年間収支計画の確認を実施する。 

２．家畜の貸付をおこなう場合 

（１）家畜飼養管理施設の貸し付けと一体的に行うこと 

（２）貸付期間は５年以内とすること 

要領・要綱等   佐賀県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱 

         畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領・交付等要綱 

担当窓口(問合せ先) 県畜産課肉用牛振興担当 
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【各枠の主な採択基準】 

１．通常枠 前頁の事業採択要件等（全枠共通要件）のみ 

 

２．中山間地域優先枠 

中山間地域での収益力強化に向けた取組ついて、優先的に採択・配分 

事業採択要件等 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

共通 

 

 

 

 

 

 

 

個別経営が

行う施設整

備 

 

 

 

 

 

 

 

共同利用す

る拠点の施

設整備 

１．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの 

２．「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促

進に関する法律」、「山村振興法」、「過疎地域自立促進特別措置法」、

「半島振興法」、「離島振興法」、「沖縄振興特別措置法」、「奄美群島

振興開発特別措置法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」、「豪雪地

帯対策特別措置法」、「棚田地域振興法」、「旧急傾斜地帯農業振興臨

時措置法」、「農林統計に用いる地域区分の制定について」に基づき

指定された地域 

（１）個別経営が行う施設整備 

・総事業費 2 億円以下で①～⑦のいずれかの取組を行なうこと 

①放牧、②飼料生産又は生産された飼料の利用、③耕種農家への堆

肥供給、耕種農家からの飼料米や稲わらなどの受け入れ等、耕畜連

携の取組を行うこと、④畜産物の高付加価値化、⑤ほ育・育成、繁

殖、飼料生産等の作業の外部化、⑥後継者が確保されており、当該

後継者が５年以内に経営継承等することが確実と見込まれること 

⑦中山間地域等の離農又は経営規模を縮小する畜産経営の家畜、畜

舎、飼料畑(放牧地を含む）のいずれかを継承すること（賃貸借によ

る利用を含む） 

（２）共同利用する拠点の施設整備 

・総事業費が２億円以下で①～②のいずれかに該当すること 

①CS、CBS 等を施設整備する場合は、利用者の過半数が中山間地域に

存すること 

②TMR センターやコントラクター等を整備する場合は、当該施設で取

り扱う飼料の過半が整備する中山間地域等で生産されること 

国庫：1/2 

 

 

３．輸出拡大優先枠 

輸出拡大に係る具体的な計画を有している取組に必要な施設整備について、優先的に

採択・配分 

事業採択要件等 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

個 別 経 営

等 が 行 う

施設整備 

 

１．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの 

２．次のすべての要件を満たすもの 

（１）畜産クラスター協議会の構成員が生産する畜産物（当該畜産物の加

工品等を含む。以下同じ。）の輸出に取り組む事業者が、畜産クラス

ター協議会の構成員として参画している、又は畜産物輸出コンソーシ

アムが行う取組と畜産クラスター協議会が連携していること 

（２）輸出計画を踏まえた生産拡大計画を有すること 

（３）日本畜産物輸出促進協議会が推奨する畜種別統一ロゴマーク等を活

用すること 

国庫：1/2 
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４．肉用牛・酪農重点化枠 

調査・実証・推進事業に取組む場合、施設整備、機械導入等を一体的に支援 

事業採択要件等 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

施設整備、

実証調査、

機械導入を

一体的にす

ること 

１．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの 

２．現状いずれかの取組が行なわれていること 

（１）肉用牛では①～⑩のうち 4 つ以上取り組んでいること 

①飼料生産外部化、②ほ育・育成外部化、③繁殖・分娩管理外部化、

④繁殖肥育地域内一貫生産、⑤放牧、⑥交雑種雌牛を利用した一産

取り肥育、⑦省力化機械普及・定着、⑧衛生管理・暑熱対策等適切

な飼養管理、⑨耕畜連携、⑩継続的な研修生受入れ 

（２）酪農では①～⑪のうち４つ以上取り組んでいること 

①共用期間延長、②育成牛確保、③牛群検定加入、④飼養管理技術

改善、⑤性判別精液（受精卵）活用、⑥飼料生産外部化、⑦ほ育・

育成外部化、⑧省力化機械普及・定着、⑨衛生管理・暑熱対策等適

切な飼養管理、⑩耕畜連携、⑪継続的な研修生受入れ 

３．事業実施後５年以内に以下の目標を設定すること 

（１）肉用牛：飼養頭数の５％以上増加及び①～③いずれかを選択 

①地域の繁殖雌牛１頭当たり子牛出荷頭数が 0.9 頭以上、②肥育牛

出荷月齢の 3％以上短縮、③中心的な経営体の収益性 15％向上 

（２）乳用牛：生乳生産量を４％以上増加及び①～③いずれかを選択 

  ①供用期間が構成員の平均分娩産次、又は飼養する経産牛の平均月

齢が、地域の平均値を４％以上上回る、②構成員を含む地域の育成

牛飼養頭数割合が、地域の平均値を４％以上上回る、③中心的な経

営体の収益性 15％向上 

基金：1/2 

 

 

５．飼料増産優先枠 

自給飼料の一層の生産拡大・高品質化や放牧を通じた省力的かつ効率的な飼養管理技

術の普及を推進し、畜産生産基盤の強化を図る取組に必要な施設整備について、優先的

に採択・配分 

事業採択要件等 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

施設整備 １．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの 

２．中心的な経営体が国産飼料の給与量を増やすための飼料生産量の拡

大、又は国産飼料利用数量の拡大に取り組むための飼料増産計画を作

成し、その計画の達成に向けた取組を行う場合に限り支援対象とする 

３．取組主体が飼料生産組織の場合は、飼料作物面積が現状以上になる

成果目標を設定し、飼料生産組織以外の場合は、給与飼料のうち国産

飼料の給与割合を 34％以上（放牧に取り組む場合にあっては、放牧

地面積を１頭当たり 50アール以上）とする成果目標を設定する 

なお、国産飼料の利用量及び成果目標の国産飼料の給与割合は、現状

値を下回らないものとする 

基金：1/2 

 

 

 

9



６．令和６年能登半島地震により被災した地域に係る特例 

令和６年能登半島地震により施設等が被災した地域において、その復旧及び体質強化

を図るため実施する施設整備等を支援 

事業採択要件等 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

施設整備、

一体的な家

畜の導入 

１．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの、又は既に認定を受

けた畜産クラスター計画を変更し、県知事の認定を受けること 

２．令和６年能登半島地震により施設等が被災した地域において、施設

等の整備に当たり、県知事が特に必要と認める場合に、取り組むこと

ができる（被災した施設等の全部又は一部の撤去に要する費用含む） 

３．当該施設において購入した家畜の飼養を行うことにより、規模拡大

を行う中心的な経営体等に対して、その購入に要する経費の一部を補

助する 

基金：1/2 

 

 

７．新規就農優先枠 

地域の畜産経営資源の円滑な継承等を通じた地域の畜産生産基盤の維持・強化を図る

ため、新規就農者の初期投資の負担を軽減に資する支援 

事業採択要件等 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

施設整備事

業、一体的

な家畜の導

入 

１．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの、及び新たに畜

産経営を開始する者 

２．補助対象施設は、全枠共通要件及び放牧関連施設とする（補改

修も含む） 

（１）補改修に伴う内部設備等の撤去費用を補助対象に追加 

（２）基準事業費の 1.3 倍の特認事業費を適用可 

（３）後継者不在経営体の施設を経営継承者が良好な経営資源とし

て活用可能な状態で継承する場合、必要な家畜飼養管理施設、

家畜排せつ物処理施設及び自給飼料関連施設の補改修に限る 

３．家畜の導入における特例 

（１）当該施設において、購入した家畜の使用を行う場合 

（２）後継者不在経営体が飼養する家畜を継承施設と一体で継承し

て購入する場合 

国庫：基金、1/2 

上限：2 億円 

 

 

 

 

 

継承特例 

定額：100 万円以

内 

 

 

 

 

手続きの流れ      国（共通）        国（１～２枠）中央畜産会（３～５枠） 
             計画申請↑↓計画承認   交付申請↑↓交付決定  実績報告↑↓補助金 

            （経由）        県                       
             計画申請↑↓計画承認   交付申請↑↓交付決定  実績報告↑↓補助金 

             （経由）      市町(協議会が県域の場合は除く)         

             計画申請↑↓計画承認   交付申請↑↓交付決定  実績報告↑↓補助金 

 

 

 

畜産クラスター協議会 
中心的経営体 
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(事業名)  畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）〔基金〕 【畜種：全畜種】  
               

目的 

畜産クラスター計画に位置づけられた中心的な経営体である畜産業を営む者等における収益性

の向上のために必要な機械装置の購入及びリースでの導入を支援する。 

事業内容 

事 業 区 分 基金管理団体 事 業 の 内 容 

１畜産経営強化

支援事業 

（公社） 

中央畜産会 

（収益性向上対策） 

１畜産経営の収益性の向上に必要な機械装置の導入 

（生産コストの低減、畜産物等の高付加価値化、 

畜産物等の新規需要の創出、飼料自給率の向上等） 

２飼料自給率の向上及び経営の高度化に必要な機械装置の導入 

（持続性・社会的価値向上対策） 

 国産飼料の生産・利用、雇用の創出、動物福祉、家畜衛生等の

経営の持続性又は社会的価値の向上に必要な機械装置の導入 
 

事業採択要件等（全枠共通要件） 

事業区分 主 な 採 択 基 準 補助率 

１畜産経営

強化支援

事業 

 

 

取組主体は畜産クラスター計画において中心的な経営体と位置づけられた

（１）のいずれかに該当する者であって、（２）の要件のいずれかを満たす者。 

 

（１）取組主体の対象者 

畜産業を営む者（法人化しているものを除く）、農協、農協連合会、公

社、土地改良区、農事組合法人、株式会社（農協等又は畜産を営む農家

等が保有する株式の合計が、当該株式会社の議決権のある株式会社の総

数の過半数であって農業を主たる事業として営むもの又は農地保有適格

法人に限る）、公益社団法人、特定農業者団体、３戸以上からなる農業者

団体、コントラクター 等 

（２）取組主体の要件 

  ①認定農業者又は認定就農者 

②①に該当する２者以上で構成する集団 

③農協、農協連合会、公社等（自ら家畜の飼養及び飼料の生産を行う場

合（委託を含む）に限る） 

④飼料生産組織であって、導入した機械装置を用いることにより次のア

からウのいずれかに取り組む者 

ア 作業の受託面積を目標年度までに 10ha 以上拡大すること 

イ 目標年度までに、収穫量を概ね 10％以上増加させること 

ウ 調整される混合飼料等については、目標年度までに受益者全体

の飼料自給率の値が、一定の値以上増加すること 

（３）成果目標（①～③のいずれかを事業実施年度の翌年度に達成） 

  （収益性向上対策） 

①単位頭羽数当たり販売額の増加 

②生産コストの削減 

③農業所得又は営業利益の増加 

※大規模経営（8%以上）、中小規模経営（5%以上） 

(持続性・社会的価値向上対策) 

 （持続性・社会的価値向上対策） 

   下記に掲げる 1 環境、2 地域経済・担い手、3 動物福祉・家畜衛生等の

うちそれぞれのテーマから選択し成果目標を設定。 

  1-1）国産飼料の生産・利用 1-2）温室効果ガス排出削減 

1/2 
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  1-3）資源循環型農業の促進 

  2-1）雇用創出  2-2）ブランド化・付加価値向上 

  2-3）消費者の理解情勢 2-4）新規就農・経営継承 

  3-1）動物福祉の実践 3-2）家畜疾病対策の強化・高度化 

  3-3）野生鳥獣害防止対策 3-4）多様性の確保 

 

（４）留意事項 

 【収益性向上対策及び持続性・社会的価値向上対策共通】 

・R6 補正時の要件となっていた酪農の増頭制限は撤廃。 

・中古機械の導入を推進するため、都道府県で価格の妥当性があると判

断した場合は、１者見積で可。 

・畜産・酪農関係機会に要する動力源は、動力源としての作業用途限定

を廃止。畜産・酪農の作業範囲で活用可能とする。 

 【持続性・社会的価値向上対策のみ】 

・トラクターの導入に係る知事特任は不要とする。ただし、活用範囲は、

畜産・酪農の作業範囲とする。 

・購入方式の費用対効果分析を廃止。ただし、財産処分制限期間中は事

業実施状況報告書を提出。 

・これまでの成果目標が未達成であっても、下記の取組主体を除き要望

可。 

 →成果報告が未提出の取組主体、成果報告終了届を提出している取組

主体、未達成の成果目標を持続性向上タイプでの要望機導入により達

成しようとする取組主体 

 

【各枠の主な採択基準】 

１通常枠  

前頁の事業採択要件等（全枠共通要件）のみ 

２飼料増産優先枠 

生産コスト抑制を通じた生産基盤の維持・拡大に取り組み、電力使用量の削減等に資

する省エネ機器に限り機械導入を支援 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

機械導入 １事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの 

２取組に必要な①から③に限り支援対象とする 

①畜舎温度制御機械装置、②省エネ・電力安定機械装置、③搾乳関係

機械装置（バルククーラーは、ヒートポンプと一体的な導入に限る） 

３成果目標は、導入する機械装置に関連する電力使用量又は燃料使用量

の 5％以上の削減を設定する 

基金：1/2 

３省エネ優先枠 

国産飼料の給与量を増やすための飼料生産量の拡大、又は国産飼料利用数量の拡大に

取り組むため、飼料増産計画を作成し、達成に向けた取組を行う場合に限り機械導入を

支援 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

機械導入 １．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの 

２．また、飼料増産関係機械装置、飼料運搬車（料生産組織のうちＴＭ

Ｒセンターが導入する場合に限る）が追加できる 

基金：1/2 
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４令和６年能登半島地震により被災した地域に係る特例 

令和６年能登半島地震により施設等が被災した地域において、その復旧及び体質強化

を図るため実施する機械導入を支援 

取組内容 主 な 採 択 基 準 補助額 

機械導入 １．事業採択要件等（全枠共通要件）を満たすもの、又は能登半島地震

対応畜産クラスター計画に基づく取組 

 

基金：1/2 

 

手続きの流れ 

（収益性向上対策） 

                 （公社）中央畜産会                  

     貸付申請↑↓貸付決定       (購入方式)補助金  ↓(リース方式)補助金 

  （公社）佐賀県畜産協会（県窓口） 県畜産課            リース会社   

貸付申請↑↓貸付決定      ↕ 優先順位の協議     ↑リース料支払い 

               畜産クラスター協議会（取組主体）            

 

 

（持続性・社会的価値向上対策） 

                （公社）中央畜産会                  

     貸付申請↑↓貸付決定       (購入方式)補助金  ↓(リース方式)補助金 

  （公社）佐賀県畜産協会   県畜産課（県窓口）            リース会社   

貸付申請↑↓貸付決定      ↕ 優先順位の協議     ↑リース料支払い 

               畜産クラスター協議会（取組主体）            

 

 

要領・要綱等   畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領・交付等要綱 

担当窓口(問合せ先)  （公社）佐賀県畜産協会、県畜産課肉用牛振興担当 
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(事業名) 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（調査・実証・推進事業）〔基金〕【畜種：全畜種】 

    

事業内容 

事 業 区 分 基金管理団体 事 業 の 内 容 

畜産クラスター

実証支援事業 

（公社）中央畜

産会 

 

（１）検討会の開催 

   収益力向上に向けた新たな取組に関する検討会の開催 

（２）先進地域等の調査 

   畜産クラスターの先進地域等の調査 

（３）収益力向上に向けた取組の実証 

   新たな取組を実証するために行う調査、分析、製品試

作、飼養試験、実証ほ場の設置等の実施 
 

事業採択要件等 

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 額 

畜 産 ク ラ

ス タ ー 実

証 支 援 事

業 

 

 

 

①交付対象者（畜産クラスター協議会） 

地域の畜産関係者等が有機的に連携、強化し、収益力

の向上に取り組もうとする畜産クラスター協議会 

協議会には、畜産経営支援組織、畜産関連業者その他

地域の関係者の中から、少なくとも２者以上が参画する

こと 

 

②事業成果 

事業実施計画に事業開始年度を含む４年後を目標年度

とした成果目標を設定すること 

成果内容は地域の収益力により期待される高付加価値

化、生産性向上、生産基盤強化、販路拡大等の定量的な

指標を設定すること 

 

国：2,400 千円以内 

(定額 1 か所当たり） 

 

※広域的な取組は 3,600

千円以内 

 

※子牛価格の低迷を背景

に、市場単位で地域一体

となった子牛価格の向上

等に向けた取組の実証に

必要な経費 

定額：20,000 千円以内 

 
 

手続きの流れ   

 

           協議 

              意見書 

 
 
 
 
 
 

 

 

要綱・要領等   畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領・交付等要綱 

担当窓口(問合せ先)  九州農政局生産部畜産課、県畜産課肉用牛振興担当 

 

国 

（農政局）

 

  

協 
 

議 
 

会 

県 

計画申請 
計画承認 
交付申請 
交付決定 
交付請求 

補助金交付 

中
央
畜
産
会 
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(事業名)  畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（優良繁殖雌牛更新加速化事業）〔基金〕 【畜種：肉用子牛】  
                   事業実施期間：令和６年度～ 

目的 

肉用牛の生産基盤の強化のため、畜産クラスター計画に基づき、高齢の繁殖雌牛から優良な繁殖

雌牛に更新した場合に更新実績に応じた奨励金を交付する。 

 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 

優良繁殖雌牛更新加速

化事業 

畜産クラスタ

ー協議会 

生産者が高齢の繁殖牛から優良な繁殖雌牛に更新する場合

に、更新実績に応じた奨励金を交付 

 

事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補助率 

優良繁殖雌

牛更新加速

化事業 

【交付対象者】 

・畜産クラスター計画に位置付けられた取組主体の構成員（畜産農家

等） 

・肉用子牛生産者補給金契約者であること 

【交付対象頭数】 

・飼養者が期首（１月１日）以前から飼養している繁殖雌牛のうち、

期首から期末（12月 31 日）の間に出荷した満 120 か月齢以上の繁

殖雌牛の頭数 

・１対象者当たり 25 頭を上限 

【交付対象牛の要件】 

・繁殖目的に飼養されている和牛（交雑種は不可） 

・期末時点で満９ヶ月齢以上かつ導入時点で満 14ヶ月齢未満。ただ 

 し、初妊牛を導入する場合は 14ヶ月齢以上の雌牛も対象。 

・枝肉重量、ばらの厚さ、ロース芯面積、歩留基準値、皮下脂肪厚そ

の他家畜改良上重要な形質（脂肪交雑は除く。）のうち２つ以上の

形質の育種価が当県及び対象牛が生産された都道府県等において

上位 1/2 以内（要件となる形質に MUFA もしくはオレイン酸を追加

することも可能） ※１ 

・繁殖雌牛の父牛として利用が多い種雄牛（愛之国など 96 種類）を

父牛としないこと ※２ 

【成果目標】 

・３年後に交付対象者ごとに「繁殖雌牛の平均月齢の５％以上の低下」

「繁殖雌牛の平均月齢の４か月齢以上の低下」のうちいずれか１つ

を成果目標として設定 

国：一頭当たり 

10 万円※１ 

15 万円※２ 

 

奨励金の流れ  

（公社）中央畜産会 →（一社）全国肉用牛振興基金協会 →農協（→農家） 

 

要領・要綱等   畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領・交付等要綱 

担当窓口(問合せ先)  （公社）佐賀県畜産協会、県畜産課肉用牛振興担当 
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 (事業名) 肥育素牛生産拡大施設等整備事業 【畜種：肉用子牛】 
              事業実施期間：令和５年度～令和８年度 
事業の目的 

本県農畜産物のトップブランドである佐賀牛の維持・発展に資するため、県産肥育素牛の生産拡大

に必要な施設・機械等の整備に対し助成する。 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
(1)畜産競争力強化対策 
(2)肥育素牛生産拡大対策 
(3)飼養環境改善対策 

(1)畜産・収益力強化整

備等特別対策事業

の採択要件を満た

す者 
(2)、(3)肥育素牛の生

産拡大に取り組む

農業者（肥育素牛生

産者）と耕種農家が

組織する団体等 

繁殖農家等の規模拡大や飼養環境改善のために必要な施設等

の整備に対し補助する。 
(1)繁殖牛舎、堆肥舎等ふん尿処理施設・機械  
(2)省力化機械・装置 
(3)生産性向上を図るための機械・装置（発情発見システム、

細霧装置など） 
(4)放牧施設 
(5)堆肥舎の増設・ブロアの設置 
(6)畜舎及びその付帯設備の改築 

事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
(1)畜産競争力強

化対策 
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業要綱等に基づ

く。 

基金管理団体1/2以内、県1/10以内、

市町 1/10 以上 

(2)肥育素牛生産

拡大対策 
①事業完了後３年以内に目標頭数まで増頭すること。 

②放牧の場合は、0.3ha 以上/頭の放牧面積を確保するこ

と。 

③堆肥の利用計画が策定され、耕畜連携に取り組むこと。 

県 1/3 以内、市町 1/10 以上 

（中山間地域に整備する場合は県

4/10 以内） 

 １事業主体あたり補助限度額は、

増頭１頭あたり 332,000 円（税抜） 

（中山間地域では、１頭あたり

398,000 円（税抜）） 

(3)飼養環境改善

対策 
①事業完了後３年間、事業実施前年度の繁殖雌牛の頭数を

維持すること。 

②放牧の場合は、0.3ha 以上/頭の放牧面積を確保するこ

と。 

③堆肥の利用計画が策定され、耕畜連携に取り組むこと。 

県 1/3 以内、市町 1/10 以上 

（中山間地域に整備する場合は県

4/10 以内） 

 １事業主体あたり補助限度額は、

既存繁殖雌牛１頭あたり 228,000 円

（税抜） 

（中山間地域では、１頭あたり

274,000 円（税抜）） 

県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 
事 業 費 内 訳 

県 予 算 額 
国庫（基金） 県 費 その他 

84,797 0 17,546 67,251 17,546 

手続きの流れ     

  
要領・要綱等   肥育素牛生産拡大施設等整備事業補助金交付要綱・実施要領 

                  畜産・収益力強化整備等特別対策事業実施要領・交付等要綱 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課肉用牛振興担当 

交付申請書・実績報告書 

請求書等（要綱に基づくもの） 

事

 

業

 

実

 

施

 

主
 
体

 

 

 

 

 

畜 

 
 

産 

 
 

課 

市 

町

計画書・実施状況報告書等

（実施要領に基づくもの） 

写し

承認 

承認 

農 

業 

振 

興 

セ 

ン 

タ 

ー 

経 

由 

基

 

金

 

管

 

理

 

団
 
体

(1)畜産競争力強化対策 
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(事業名) 肥育素牛生産拡大支援事業〔県単〕 【畜種:肉用子牛】 

事業実施期間：平成 28 年度～令和８年度 
 
事業の目的 

 繁殖雌牛の増頭や改良に対する取組を推進することにより、肉質や増体に優れた肥育素牛

の確保・拡大を目指す。 
 

事業内容 

事業区分 事業主体 事 業 の 内 容 
肥育素牛生産

拡大支援事業 
農業協同組合 
畜産農家 

①農業協同組合等が繁殖雌牛を購入し、農家に対して貸し付ける場

合、②農協自らが飼養する場合、③農協が農家の増頭の取組に対し支

援する場合、④農家自らが増頭の取組をする場合又は⑤農協が農家の

飼養する繁殖雌牛に優良な受精卵の移植を行う取組に対し助成する

場合に、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 
事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
 

１増頭対策 

(1)優良な繁殖雌

牛を導入して増

頭する取組 

(2)特に優良な繁

殖雌牛を導入し

て増頭する取組 

(3)特に優良な繁

殖雌牛を自家保

留して増頭する

取組 

 

２改良対策 

 

３更新加速化対

策 

 

４受精卵供給基

盤対策 

【対象家畜】 

繁殖用に供する黒毛和種の肉用繁殖雌牛 

【対象家畜の財産処分制限期間】 

育成雌牛（６か月齢以上 12 か月齢未満）： ５年間 

成雌牛（12 か月齢以上 72 か月齢未満）： ３年間 

 ※ただし４については育成雌牛のみ 

【育種価】 

採択要件等で用いる育種価は、「推定育種価」、「期待育種価」、「ゲ

ノム育種価」のいずれかとする。 

期待育種価とは、父牛と母牛の推定育種価又は期待育種価を用い

て算定されたものとする。 

なお、本牛の育種価が判明していない場合にあっては、父牛の育

種価を用いることができる。 

【能力要件】 

１(1),２,３：本牛の枝肉重量又は脂肪交雑の育種価が、上位 1/4

以内 

１(2),(3)：本牛の枝肉重量及び脂肪交雑基準値の育種価が上位

1/4 以内であること。 

４       ：次の①又は②を満たすこと。 

①本牛の育種価について、脂肪交雑基準値の育種価

が上位 1/4 以内かつ枝肉重量又はロース芯面積の育

種価が上位 1/4 以内であること。 

②知事が対象牛として認めたもの。 

【飼養者の要件】 

１次のいずれかに該当すること 

(1)：農協が牛を貸付対象者に貸し付け、貸付対象者が飼養する。 

農協が牛を自ら飼養する。 

購入農家が牛を自ら飼養する。 

(2)：農協が牛を貸付対象者に貸し付け、貸付対象者が飼養する。 

(3): 貸付対象者が対象となる牛を淘汰して、農協が牛を貸付対

象者に貸し付け、貸付対象者が飼養する。 

(4)：農協が牛を自ら飼養する。 

 

１ 

(1) 補助対象経費の4/10

以内（上限280千円/頭） 

(2)補助対象経費の 2/3 

以内(660 千円/頭を上限) 

(3)定額(200 千円/頭) 

 

２導入経費の 1/6 以内 

（上限 116 千円/頭） 

 

３導入経費の 3/10 以内 

（上限 210 千円/頭） 

 

４補助対象経費の 1/2 

以内 

（１事業実施主体当たり 

10,000 千円を上限） 
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【その他要件】 

１：農家毎の繁殖雌牛の期首（４月１日）と期末（12 月 31 日）

の頭数を比較し、本事業により増えた頭数分を補助対象とす

る。 

３：淘汰の対象となる牛の要件は次の①から④のとおりとする。 

①貸付対象者が当該年度の期首（４月１日）以前から飼養

しており、繁殖用に供している黒毛和種の繁殖雌牛で、

血統登録書を有すること。 

②牛の月齢は期首時点で 120 か月齢以上であること。 

③淘汰の期間：４月１日から 12 月 31 日まで 

④淘汰の方法：市場出荷、と畜出荷、家畜商への販売 

４：佐賀県が行う和牛改良の取組に協力すること。 

 「肥育素牛生産拡大支援事業のうち受精卵供給基盤対策に係る

受精卵取扱要領」の規定を遵守すること。 

他の対策と補助金の重複が無いこと 

(5)受精卵移植

推進対策 

【対象となる家畜】 

繁殖雌牛の場合：黒毛和種の肉用繁殖雌牛で血統登録書を有する

こと。 

乳用牛の場合：乳用種の雌牛であること。 

【移植する受精卵の要件】 

能力要件は受精卵の父牛の育種価について、当該年度の期首（４

月１日）時点で、父牛の枝肉重量又は脂肪交雑基準値が上位 1/4

以内であること。 

【飼養者の要件】 

農家及び法人 

【その他】 

乳用牛の場合：前年度（２月１日）時点で、飼養する経産乳用牛

頭数に 0.3 を乗じた数を移植回数の上限とする。 

農家の飼養する繁殖雌牛

に受精卵を移植した回数

に１回あたり10,000円を

乗じた額。なお、受精卵購

入（移植から過去 1 年以

内に限る）を伴う移植の

場合は、移植した回数に

１回あたり30,000円を乗

じた額。 

 

 

これまでの事業実績        （単位：頭） 
 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

増頭対策 330 309 208 136 169 68 66 

改良対策 17 23 29 16 9 13 14 

更新加速化対策 - - - - - 2 - 

受精卵供給基盤対策 - - - - 9 10 6 

導入頭数 

合計 
347 332 237 152 187 93 86 

受精卵移植推進対策 - - - - - 1,350 1,346 

 
補助金等の流れ   県  →  農協等  

要領・要綱等   肥育素牛生産拡大支援事業費補助金交付要綱・事務取扱要領 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課肉用牛振興担当 
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(事業名) 佐賀県肉用牛特別導入事業〔県単〕 【畜種:肉用子牛】 

事業実施期間：平成 18 年度～ 
 
事業の目的 

 市町が繁殖雌牛を計画的に購入し、高齢者等に一定期間の貸付を行うことにより、肉用牛

経営の基盤強化、肉用牛の資源確保等を図る。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
肉用牛特別導入

事業 
市町  県の補助を受け、市町が造成した家畜導入基金により、繁殖牛を

購入し高齢者等に一定期間貸付を行う。 
基金造成市町（６市町）：多久市、唐津市、伊万里市、有田町、 

武雄市、鹿島市 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 基金の取崩し上限額等 
肉用牛特別導入

事業 

貸付対象者：以下のいずれかに該当する者 

①農業に従事している満 60 歳以上の者 

②農業経営において基幹的役割を果たす 

 者が一定期間出稼ぎ等により農作業に 

 従事できない農家の世帯に属し成年に 

 達している者 

③振興山村指定区域居住者 

④過疎地域居住者 

⑤離島振興対策実施地域居住者 

⑥新規参入者（開始から５年間導入可） 

事業対象牛：繁殖用に供する黒毛和種の肉用

繁殖雌牛で、子牛登記証明書又は登録証明書

を有しており、次のいずれかに該当するもの。 

(1)育成雌牛（４か月齢以上 18 か月齢未満） 

(2)成雌牛 （18 か月齢以上 4 才未満） 

 

基金の取崩し上限額： 

 1 頭あたり 600 千円 

（令和７年度分の導入に適用。た

だし、導入対象者の経営状況等を

考慮し市町が認めた場合は、上限

額によらず取崩しできるものとす

る） 

 

対象家畜の貸付期間：貸し付けた

日から起算して次の期間とする。 

(1)育成雌牛 ５年間 

(2)成雌牛  ３年間 

 
県予算額等(平成 18 年度～)                      

（単位：千円） 
要領・要綱等   佐賀県肉用牛特別導入事業費補助金交付要綱 

佐賀県肉用牛特別導入事業実施要領 

佐賀県肉用牛特別導入事業実施基準 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課肉用牛振興担当 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
（６市町において 

基金造成済み） 
－ － －  
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(事業名) 肉用牛経営安定対策補完事業（遺伝的多様性に配慮した改良基盤確保）【畜種：肉用子牛】  
事業実施期間：令和８年度 

事業の目的 

 地域の肉用牛改良に必要な遺伝的多様性に配慮した血統の繁殖雌牛の導入を支援する。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
遺伝的多様性に

配慮した改良基

盤確保 

生産者集団等 

 

地域において多様な系統群の確保による改良基盤の強化を推進す

るため、導入計画に基づき、生産者集団等が次の取り組みを行う場

合に奨励金を交付 

（１） 雌牛を購入し、一定期間自ら飼養する場合 

（２） 雌牛を購入し、農業者、公共牧場、農事組合法人を営む農

業生産法人に対し、一定期間貸し付ける場合 

 
事業採択要件等   

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 額 
優良繁殖雌

牛導入支援 

 

 

 

 

【交付対象牛】 

・国及び機構が実施する、繁殖雌牛の導入、保留及び増頭に係る事業

の交付を受けていないこと。 

・登録団体が行う登録または登記を受けた肉専用種の雌牛。 

・父牛又は母牛の育種価の形質の１つが上位 1/2 以内の雌牛であるこ

と。  

・県要領に定める利用上位の種雄牛（紀多福など 15 種類）以外の種

雄牛を父とする雌牛の場合（60 千円）※１ 

・県要領に定める利用上位の種雄牛（紀多福など 15 種類）及び繁殖

雌牛の父牛として利用が多い種雄牛（愛之国など 101 種類）以外の

種雄牛を父とする場合（90 千円）※２ 

 

【貸付期間】 

・購入後 48 か月以上とする。 

国： 

１頭当たり 

60 千円以内※１ 

90 千円以内※２ 

 
県内での実施予定額(令和８年度)                 （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
備 考 

国庫等 その他 
－ － － 未定 

 

補助金等の流れ  
 (独)農畜産業振興機構  →  (公社)佐賀県畜産協会  →  生産者集団等（→農家） 

要領・要綱等   佐賀県地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業実施要領 

担当窓口(問合せ先) （公社）佐賀県畜産協会経営支援課、県畜産課肉用牛振興担当 
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(事業名) 肉用牛経営安定対策補完事業(肉用牛ヘルパー推進)  【畜種:肉用子牛】 
事業実施期間：令和８年度 

 
事業の目的 

 今後の肉用牛生産基盤の強化を推進するため、肉用牛ヘルパー利用組合の活動に対し補助

する。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
肉用牛ヘルパー

推進 
生産者集団等 肉用牛ヘルパー利用組合が実施する肉用牛ヘルパー活動の組織

化、研修会等の開催、要員確保、肉用牛ヘルパーの出役調整、ヘル

パー活動に必要となる機器の借上、傷害保険等の加入促進、傷病時

等の際の肉用牛ヘルパー利用促進 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
肉用牛ヘルパー

推進 

肉用牛ヘルパー利用組合は、農協、農協連、農事組合

法人、一般社団法人等若しくは知事が適当と認めるそ

の他の法人又は農業者の組織する団体であること。 

国：1/2 以内 

 
県内での実施予定額(令和８年度)                   

（単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
備 考 

国庫等 その他 
－ － － 未定 

 
補助金等の流れ   (独)農畜産業振興機構  →  (公社)佐賀県畜産協会  →  生産者集団等  

 

要領・要綱等   佐賀県地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業実施要領 

 

担当窓口(問合せ先) （公社）佐賀県畜産協会経営支援課、県畜産課肉用牛振興担当 
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(事業名) 佐賀県肉用牛ゲノム育種価評価支援事業〔県単〕 【畜種:肉用子牛】 

事業実施期間：令和８年度 
 
事業の目的 

 繁殖雌牛の遺伝的能力（枝肉形質のゲノム育種価）を把握することによって、優良雌牛の

保留や能力に応じた計画交配の実施など和牛改良の促進に資する。 
 

事業内容 

事業区分 事業主体 事 業 の 内 容 
佐賀県肉用

牛ゲノム育

種価評価支

援事業 

農業協同組

合 
 畜産農家及び農業協同組合が繁殖雌牛の遺伝的能力を把握す

るため、一般社団法人家畜改良事業団に肉用牛ゲノム育種価（枝

肉形質）の評価を依頼するのに要する経費。 

 
事業採択要件等    

対象経費 補助率 
畜産農家及び農業協同組合が繁殖雌牛の遺伝的能力を把握す

るため、一般社団法人家畜改良事業団に肉用牛ゲノム育種価

（枝肉形質）の評価を依頼するのに要する経費。 

補助対象経費の 1/2 以内。 

ただし、評価１頭あたり 5,250

円を上限とする。 

 
県予算額等(令和８年度)                       

（単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
1,602 － 1,602 － 1,602 

 
補助金等の流れ   県  →  農協  

要領・要綱等   佐賀県肉用牛ゲノム育種価評価支援事業費補助金交付要綱 

肉用牛改良効率向上推進事業実施要領 

肉用牛改良効率向上推進事業実施細則 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課肉用牛振興担当 
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(事業名) 飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援事業（エサ活事業）〔国庫〕 【畜種：乳用牛・肉用牛】  

事業実施期間：令和８年度 
事業の目的 

地域の酪農・肉用牛経営者等が連携して、飼料生産基盤及び国産生産資材を最大限に活用

して良質な飼料の生産を最大化する取組等を支援する。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
①良質な飼料の生産を最

大化する取組 
②飼料を有機栽培する取

組 

①②酪農・肉用

牛経営者等で構

成される地域協

議会・生産者団

体 
 

①高栄養の草種の導入や適切な草地更新等により、地

域で作付けする飼料の栄養収量を増加させる飼料生

産計画（５か年）を作成、実施する取組を支援。 
②有機栽培計画を作成、実施する飼料作物生産の取組

を支援。 
 

 
事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補助率 
①良質な飼料

の生産を最大

化する取組 
 
②飼料を有機

栽培する取組 

（共通）事業実施年度において、飼料作物作付延べ面積を

飼養頭数で除した面積が基準面積以上であるこ

と。 

①飼料生産計画（５か年）に基づき、酪農・肉用牛経営者

等が行う以下の内容に２つ以上取り組むこと。 

１）栄養収量の高い草種等への変更 

２）早晩品種の組合せ・マルチ栽培 

３）マメ科等の混播・追播 

４）二毛作又は二期作の導入 

５）良質な二番草・三番草の生産 

６）適切な草地更新による地力の改善 

７）集約放牧による牧草生産性向上 

②環境負荷低減事業活動計画又は特定環境負荷低減事業

活用実施計画（みどり認定）の認定を受けていること、有

機農産物規格に規定される肥料や農薬等を使用していな

いこと。 

①15,000 円/ha 以内 

②青刈りとうもろこし

等 45,000 円/ha 以内、

牧草 15,000 円/ha 以内 

※作付面積の拡大に伴

う効率化を考慮し交付

単価を決定。 

※①と②の重複交付は

不可。②は同じ作付地

への交付期間は最大３

年間。 

※作付面積の拡大に伴

う効率化を考慮した係

数を乗じて交付 

※肉用牛経営について

は、１経営当たりの交

付面積は 10ha 以内 

 
国予算額(令和８年度)  5,183 百万円（前年度：5,581 百万円） 

手続きの流れ     
    （定額） 
      
  国  →  地域協議会等 
      
要領・要綱等  持続的生産強化対策事業交付等要綱・実施要領 
 
担当窓口(問合せ先)  県畜産課 肉用牛振興担当、酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) ICT 化等機械装置等導入事業（畜産 ICT 事業）〔国庫〕 【畜種：乳用牛・肉用牛】  

  事業実施期間：令和元年度～ 

事業の目的 

酪農・肉用牛経営の省力化に資するロボット・AI・IoT 等の先端技術の導入やそれらの機器等により得

られる生産情報等を畜産経営の改善のために集約し、活用するための体制整備等を支援する。 
 
事業内容 

事業名 事業区分 事業主体 事 業 の 内 容 

ICT 化等機械装置等導

入事業 

 

畜産経営体の生
産性向上対策 

畜産 ICT 

応援 

会議 

搾乳・ほ乳ロボット、発情発見装置、分娩監

視装置、行動監視装置等の省力化・生産性向

上につながる ICT 関連機械装置（各種データ

取得が可能）の導入を支援。 

 

事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 額 

ICT 化等機械装置

等導入事業 

畜産 ICT 応援会議あるいは酪農応援会議からの事業申

請であること。 

事業申請において、機械装置の導入による労働条件の

改善効果、今後の畜産経営の継続性等について点数評価

し、優先順位付けして採択 

（楽酪 GO 事業は酪農経営支援総合対策事業に組み込み） 

定額、１/２以内 

 

国予算額（令和８年度補正） 1,900 百万円 

 

事業の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要領・要綱等   ICT 化等機械装置等導入事業費補助金交付要綱 

         ICT 化等機械装置等導入事業実施要綱・要領 

担当窓口(問合せ先) 県畜産課肉用牛振興担当、酪農・中小家畜振興担当、（独）農畜産振興機構 

 

※酪農緊急パワーアップ事業（うち労働省力化対策事業、酪楽 GO 事業）は令和 6 年度から酪農経営支援

総合対策事業に組み込み 

農水省（畜産経営体生産性向上対策） 
農畜産業振興機構（酪農労働省力化推進施設等緊急対策事業） 

計画提出 
交付申請 

計画承認 
交付決定 

民間団体（補助金は事業実施主体） 
計画提出 
交付申請 

計画承認 
交付決定 

生産者集団 都道府県 

ALIC 事業における一般的な 

指導・監督 

要望とりまとめ 事業実施 

肉用牛農家、酪農家 

機械装置のリース 

リース会社 
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(事業名) 佐賀県乳用牛群検定事業〔県単〕  【畜種：乳用牛】 

事業実施期間：昭和４９年度～ 
 
事業の目的 

乳用牛群検定参加農家が飼養している乳用牛について、泌乳能力等の検定を行い、個体能力の

把握による低能力牛の淘汰と検定成績の活用による飼養管理の改善を行うことにより、生産性の

向上及び酪農経営の安定を図る。 
 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
乳用牛群検定普及定着

化事業 
佐賀県農業協同

組合 
・検定員による農家のデータ収集 

（乳量、乳成分、繁殖成績、飼料の給与量等） 
・分析指導員によるデータの集計・分析 
・検定成績に基づく飼養管理指導 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
乳用牛群検定普及定着

化事業 
・飼養する全乳用牛を対象として検定を実施する酪農

経営を選定すること 
・事業実施による成果目標を定めていること 

県：１／２以内 

 
県予算額等(令和８年度)                       

（単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
4,401 － 2,200 2,201 2,200 

 
手続きの流れ    

          －計画申請→ 
                                 ←計画承認－ 

 

－交付申請→ 

←交付決定－ 

 

－交付請求→ 

←補助金交付－ 

 

 

要領・要綱等  佐賀県乳用牛群検定普及定着化事業費補助金交付要綱 

 

関連事業    酪農経営支援総合対策事業 

 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課酪農・中小家畜振興担当、佐賀県農業協同組合 

 
 

 
 

 

県  

 

佐
賀
県
農
業
協
同
組
合 
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(事業名) 佐賀県酪農ヘルパー支援事業〔県単〕 【畜種：乳用牛】 

事業実施期間：平成３年度～ 
 
事業の目的 

毎日の搾乳等、周年拘束性が強い酪農経営において、労働負担の軽減及び休日の確保を図

るため、酪農ヘルパーに助成することで、ゆとりある酪農経営の実現及び本県酪農の生産基

盤の強化に資する。 
 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
酪農ヘルパー支援事業 佐賀県酪農ヘル

パー利用組合 
・酪農ヘルパーの普及・啓発のための利用組合推

進会議、活動調整会議の開催 
・酪農ヘルパーの出役活動等酪農ヘルパー事業の

円滑な推進に必要な事業（酪農へルパーの給与、

社会保険料等の人件費に係るものを除く） 
 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 

酪農ヘルパー支援事業 － 県：１／４以内 

 
県予算額等(令和８年度)                       

（単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
2,428 － 607 1,821 607 

 
手続きの流れ    

－計画申請→  

←計画承認－ 
－交付申請→ 

←交付決定－ 

 

－交付請求→ 

←補助金交付－ 

 

 

 

要領・要綱等  佐賀県酪農ヘルパー支援事業補助金交付要綱 

 

関連事業    酪農経営支援総合対策事業 

 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課酪農・中小家畜振興担当、佐賀県農業協同組合 

 
 

 
 

 

県  

 

佐
賀
県
酪
農
ヘルパー

 

利
用
組
合 
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事業の目的 
我が国の酪農は、高齢化等により酪農家戸数や飼養頭数が減少し、生産基盤の弱体化が進行している。このため、生

産者集団等が行う地域の創意工夫を生かした取組を支援し、担い手や優良な乳用牛を確保していくとともに、経営の

持続性の向上を図り、地域の実情に応じた酪農生産基盤の維持・強化を図る。 

事業内容 

事業の区分 事業主体 事 業 の 内 容 

１ 中小酪農等経営 
生産基盤・飼養環
境改善対策事業 

 
 
 
 
２ 酪農経営安定化

支援ヘルパー事
業 

 
 
３ 乳用牛改良増殖 

推進事業 
 
４ 生乳流通体制合 

理化推進事業 
 
 
 
５ 地域の生産体制 

強化事業 
 
 
 
６  生乳需要基盤の 

確保の推進 
 
 

生産者 
団体等 

１（１） 後期牛確保のための環境整備（カーフハッチ、分娩カメラ等の導入）、
つなぎ牛舎の改良、飼養環境の改善、暑熱対策、供用期間の延長支援（治
療、ワクチン等）、育成牛等の事故率低減支援（ワクチン）、自給飼料の
不作に対する共同購入への支援） 

（２） 労働力負担軽減に資する機械装置等の導入と一体的な施設の整備への 
支援 
 

２（１）酪農ヘルパーの人材確保・育成に関する取組、 
 （２）酪農ヘルパー要因の確保のための募集活動 
 （３）臨時ヘルパーの出役に対する支援 
 （４）免許・資格取得に対する支援 等 
 
３ 牛群検定組合等が行う遺伝情報（SNP）データの収集等の取組、乳用牛の飼 

養管理に係る技術指導、調整交配等への支援 
 
４ 生乳流通コストの生産者負担軽減等を図るため、生乳生産者団体等が行う 
  「生乳流通合理化計画」等の検討。作成、生乳流通関係機器のリース導入、 
  貯蔵施設の減容化・需給調整機能を持たせるために必要な補改修、乳代精 

算方法の効率化等の取組への支援 
 

５ 生産基盤が脆弱な地域において持続的な生乳生産体制を確保するため、 
（１）経営離脱農家等を研修施設として活用した担い手の確保への支援 
（２）将来にわたって持続可能な新事業体の創出への支援 
（３）後継牛育成のための広域預託を推進する取組等への支援 等 
 

６ 国産牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るため、消費者等への酪農理解 
情勢活動、牛乳乳製品の新たな利用場面の普及や価値訴求、生産者自らが 
製造する牛乳乳製品の需要拡大のための技術研修や販路拡大等の取組の 
推進 

事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
酪農経営支援総合対策事業 － 定額、2/3、1/2、1/3以内 

国予算額(令和７年度)                       （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
備 考 

国庫等 その他 
- 4,770,000 - (要望相当額) 

手続きの流れ               農畜産業振興機構             
           交付申請↑↓交付決定          実績報告↑↓交付金 
                     全国団体（民間団体等）               
              交付申請↑↓交付決定          実績報告↑↓交付金  
                   県団体（農業協同組合等）            

             交付申請↑↓交付決定          実績報告↑↓交付金 

                      生産者集団                 

 

(事業名) 酪農経営支援総合対策事業【畜種：乳用牛】 

                       事業実施期間：平成２９年度～ 

担当窓口(問合せ先)  佐賀県農業協同組合、県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) 乳用牛確保・改良促進対策事業〔県単〕【畜種：乳用牛】 

事業実施期間：令和５年度～令和 8 年度 
事業の目的 

酪農経営の改善と県内生乳生産量の維持拡大を図るため、高能力乳用牛の外部導入や性判

別精液の利用促進による乳用牛群の改良を促進する。また、早期妊娠判定技術等の導入によ

り、乳用牛群の改良を促進するとともに、研修会の実施などにより繁殖成績を向上すること

で、乳用牛１頭当たりの産乳量を増加し、県内生乳生産量の維持拡大を図る。 
 

事業内容 

 高能力乳用牛の外部導入や自家育成による後継牛の確保、性判別精液の利用推進、繁殖成績

向上のための研修会の開催等に対し支援する。 
 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
高能力な乳用牛の導入 ・畜産クラスター計画の達成に資する取組であること。 

・経営内の牛群改良の基礎となりうる能力を持つ牛で、

原則として乳用種精液を授精し、かつ牛群検定等に

よる能力確認を行うこと。 

初妊牛 
H 腹：70 千円/頭 

他：35 千円/頭 

自家育成による後継牛

の確保に対する助成 
・事業年度に、経営内で出生した乳用雌子牛であるこ

と。 
・出生後、速やかに耳標登録を行うこと。 

乳用雌子牛 
20 千円/頭 

高能力な乳用牛性判別

精液の利用 
・畜産クラスター計画の達成に資する取組であること。 
・対象精液は、独立行政法人家畜改良センターの乳用

牛評価報告（国内雌雄牛及び海外雌雄牛）の総合評

価指数が 20 位以内の精液であること。（対象期間は

事業実施年度を含み過去４か年とする。） 

1,500 円/本を超え

る額の 1/2 

繁殖成績向上のための

研修会等の開催 
・繁殖成績向上のための研修会等の開催すること。 1/2 以内 

 
県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

県 費 その他 
- 11,965 - 11,965 

 
手続きの流れ    

           
－交付申請→ 

←交付決定－ 

 

－交付請求→ 

←補助金交付－ 

 

 

要領・要綱等     佐賀県乳用牛確保・改良促進対策事業交付要綱・実施要領 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課酪農・中小家畜振興担当、佐賀県農業協同組合 

 
 

 
 

 

県  

 

畜
産
クラスター

協
議
会 
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 (事業名) 養豚経営安定対策補完事業 （組替・拡充）【畜種：養豚】 
事業実施期間：平成 26 年度～ 

 
事業の目的 

 養豚経営は飼料価格の高騰や豚熱のまん延等から生産基盤の弱体化が危惧されている。こ

のため、肉豚の能力向上への集団的な取組、家畜人工授精や飼養管理技術の向上・ 習得のた

めの研修会、アフリカ豚熱等リスク低減の取組等を支援することにより、生産基盤の強化を

図る。 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
集団的な肉豚能

力向上支援 

 

生産者集団等 

 

生産者集団等における、能力向上推進計画に基づく純粋種豚等の導

入、純粋種豚の能力向上に資する一代雑種雌豚の導入、及び特色あ

る肉豚生産のため能力向上に資する種豚（ランドレース種、大ヨー

クシャー種、デュロック種を除く）の導入経費に対して支援する。 

生産性向上支援 生産者集団等 肉豚等の生産性向上や生産コスト削減の観点から、家畜人工授精に

必要な知識の取得や飼養管理技術の向上・習得のための研修会開

催、先進的な経営改善の取組の調査や普及活動に対して支援する。 

アフリカ豚熱等

リスク低減対策 

生産者集団等 種豚供給拠点の整備や出荷が困難となった肥育素豚の追加的な飼

養、アグー等特色ある品種等の低リスク農場への避難や避難用豚舎

の新設等に対して支援する。 

事業採択要件等 

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
地域肉豚能力向

上支援 地域の生産者集団等は、養豚業を営

む者（３戸以上）で構成される生産者

集団、生産者が主たる構成員となって

いる農業協同組合又は農業協同組合

連合会、畜産業の振興に資する事業を

行う一般社団法人又は一般財団法人、

その他理事長が適当と認める団体と

し、地域の生産者から構成されるもの

であること。 

国：1/2 以内 

（純粋種豚の導入） 

・純粋種豚：10 万円/頭 

・広域的な共同利用に資する海外純粋 

種豚：40 万円/頭 

・精液： 1 万円/本を上限 

（一代雑種雌豚の導入） 

・2 万円/頭を上限 

（１経営体あたり 30 頭を上限。ただし、

両方の親が種豚登録されていること） 

生産性向上支援 国：定額 

国庫予算額等(令和７年度)                     （単位：百万円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
備 考 

国庫等 その他 
－ ２１７ －  

補助金等の流れ 

  (独)農畜産業振興機構  →  (一社)日本養豚協会  →  生産者集団等（→農家） 

要領・要綱等   養豚経営安定対策補完事業実施要綱 

担当窓口(問合せ先) （公社）佐賀県畜産協会経営支援課、県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) 佐賀県産飼料増産総合対策事業〔県単〕【畜種：全畜種】  

事業実施期間：令和５年度～令和８年度 
事業の目的 

輸入飼料価格が高騰している中、畜産農家の生産コストを低減し、経営の安定化を図るため、

自給飼料の生産及び利用の拡大に必要な機械等の整備や、コントラクター組織の育成及び安定的

な組織運営に必要な取組に対し助成する。 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
自給飼料生産・

利用拡大対策 
２戸以上の農

業者が組織す

る団体、農協

等 

自給飼料の生産拡大を図るために必要な自給飼料の栽培、収穫、

調製及び利用機械の整備に対する助成。 
（耕起・施肥・播種用機械、刈取・集草用機械、梱包・調製用機

械、粗飼料裁断機、飼料用米粉砕機、高性能飼料作物収穫機等）） 

コントラクター

育成推進対策 
２戸以上の農

業者が組織す

る団体、認定

農業者（１戸） 

コントラクター等の作業の効率化及び安定的な運営の取組に要す

る経費及びコントラクター等の設立、体制整備、運営に必要な情

報収集に要する経費等に対する助成。 

 
事業採択要件等 

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
１ 自給

飼 料 生

産・利用

拡大対策 

  目標年度において、導入機械に係る作物（飼料作物、WCS 用
稲、飼料用米等）の生産面積が１ha 以上拡大する計画があ
ること。 
  畜産農家又は耕種農家による共同作業者が２戸以上であ
り、かつ、生産した自給飼料を県内畜産農家へ供給するこ
と。構成員以外へ自給飼料を供給する場合は、県内畜産農
家又は農業協同組合との長期(３年以上）の供給契約を締結
していること。 
  農業協同組合へ自給飼料を供給する場合は，農業協同組合
が県内畜産農家と供給契約が締結していること。 
  原則として、導入する機械は「佐賀県特定高性能農業機械
計画」で定める利用規模の下限等の基準を満たすこと。 
  原則として、国の共済制度又は民間の建物共済や損害補償
保険等（天災等に対する補償を必須とする）に確実に加入
するものとし、当該機械の処分制限期間において加入が継
続されるものとする。ただし、60 万円（税込）未満の機械
を除く。 

県 1/3 以内、市町 1/10 以

上 

（1 事業実施主体あたりの県

費補助上限額 3,500 千円） 

 中山間地域における取組

に対しては、県 4/10 以内、

市町 1/10 以上（1 事業実施主

体あたりの県費補助上限額

4,200 千円） 

高性能飼料作物収穫機は、

県 1/2 以内、市町 1/10 以上 

（1 事業実施主体あたりの県

費補助上限額12,000千円） 

２ コン

トラクタ

ー育成推

進対策 

  事業計画において、事業費が 200 千円以上となっているこ
と。 
  生産・調整した飼料の過半を県内畜産農家等へ供給するこ
と。 
  供給先とは１年以上の供給契約を締結していること。 
  事業実施による成果目標を定めていること。 
  コントラクター実態調査に毎年度協力すること 

定額 

ただし、１事業主体当たり

1,000 千円を上限 

県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
53,185 － 21,142 32,043 21,142 

 

手続きの流れ 

実施要領：実施主体⇔市町⇔〔振興センター経由→〕県 ※事業区分１ 

実施主体⇔〔振興センター経由→〕県 ※事業区分２ 

交付要綱：実施主体⇔市町⇔県 ※事業区分 1、実施主体⇔県 ※事業区分２ 

要領・要綱等 佐賀県産飼料増産総合対策事業費補助金交付金要綱・実施要領 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) 国内肥料資源利用拡大対策事業（うち畜産環境対策総合支援事

業、家畜排せつ物処理施設構造転換支援事業）〔国庫〕 【畜種：全畜種】 

  事業実施期間：令和７年度補正 

事業の目的 

国内資源由来肥料の活用を進める取組を実施するため、好気性強制発酵による堆肥の高品質化やペ

レット化による広域流通のための取組、畜産経営から発生する悪臭の防止や排水の水質改善をさらに

進めるための高度な畜産環境対策を実施する取組、温室効果ガスの排出削減に資する家畜排せつ物の

管理方法を変更する取組に対して助成する。 

 

事業内容 

事 業 区 分 事業実施主体 事 業 の 内 容 

畜
産
環
境
対
策
総
合
支
援
事
業 

畜産堆肥流通体制支援

事業 
民間団体等 

畜産農家等が高品質堆肥の流通等に取り組

むにあたっての現状や課題を分析・把握す

るためのコンサルタントによる改善指導等

を行う取り組みを支援 

（全国段階での推進活動） 

【畜産農家向け】 

① 畜産・土づくり堆

肥生産流通体制支

援事業(ｿﾌﾄ) 

② 畜産・土づくり施

設等導入支援事業

(ﾊｰﾄﾞ) 

③ 畜産環境関連施設

等導入支援事業(ﾊ

ｰﾄﾞ) 

畜産を営む者の

他、地方公共団体、

外部支援組織（コ

ントラクター、Ｔ

ＭＲセンター、キ

ャトルステーショ

ン等）、農業者の組

織する団体、耕種

農家、肥料業者な

どのうち、２者以

上の異なる役割を

担う者が参加する

協議会（計３者以

上）※共同利用施

設を支援の対象と

する場合は施設の

設置者 

① 堆肥及び液肥ニーズの把握や生産方法の検

討、販売促進、ブランド化を図るための協議

会の取組や堆肥及び液肥の成分分析、クロピ

ラリド検査体制の構築、堆肥造粒機械等の導

入に対する支援 

② 堆肥等の高品質化、堆肥のペレット化等の整

備又は補改修、リース導入、機械導入（堆肥

化処理施設、液肥化処理施設、衛生対策設備

等の整備又は補改修）（施設と一体的に整備

する機械（堆肥散布機、切返作業機、堆肥運

搬車（特装））、施設の整備又は補改修に伴う、

既存施設又は設備の撤去又は原状回復、焼却

ボイラー施設の整備等）、堆肥を肥料業者に

販売するために必要な経費に対する支援 

③ 高度な畜産環境対策を実施するための施設

の整備又は補改修若しくはリース導入に対

する支援（脱臭施設、汚水処理施設等）、臭気

測定や水質検査等に対する支援。 

家
畜
排
せ
つ
物
処
理
施
設
構
造
転
換
支
援
事
業 

家畜排せつ物処理施設

構造転換支援事業（ﾊｰ

ﾄﾞ） 

温室効果ガス排出削減に必要な家畜排せつ物の

管理方法の変更のための施設等の整備又は補改

修、若しくはリース導入等（堆肥化処理施設、堆

肥化処理施設と一体的に整備する設備及び機械、

堆肥化処理施設の補改修に伴い既存施設又は撤

去又は現状回復）に必要な費用の一部に対する支

援 
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事業採択要件等 

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 額 

畜産環境対

策総合支援

事業 

 

【畜産堆肥流通体制支援事業】 

・ 

【①～③】 

 ・事業実施計画と整合の取れた定量的な成果目標を設定するとともに、

事業実施効果として、協議会における堆肥等の生産量又は使用量を増加

させる計画を自ら設定するものとする。 

家畜排せつ物を原料とする堆肥又は液肥の生産量に占める販売量も若

しくは肥料業者への販売量の割合を 10 ポイント以上増加、事業場との

敷地境界線上の臭気指数の 11%以上の低減等、事業場排水１Ｌ当たりの

硝酸性窒素等の 20％以上の低減）など。（※取組みにより異なる） 

 

定額 

 

 

 

①定額、1/2

以内 

※補助金上

限有 

②1/2 以内

※基準事業

費有、定額

（15 千円/

ｔ以内） 

③1/2 以内

※基準事業

費有、定額 

家畜排せつ

物処理施設

構造転換支

援事業 

・成果目標において、取組主体における家畜排せつ物の管理方法の変更に

よる温室効果ガス排出量の 20％以上低減させること。 

・事業実施前後で家畜種を変更しないこと。 

・事業実施前の家畜排せつ物管理方法から、GHG 排出量が少ない家畜排せ

つ物管理方法へと変更すること。 

1/2 以内 

※基準事業

費有 

 

手続きの流れ   協議会 ⇔ 市町（※協議会が県域の場合は除く） ⇔ 県 ⇔ 国 

要領・要綱等   国内肥料資源利用拡大対策事業費補助金交付等要綱 

国内肥料資源利用拡大対策事業実施要領 

担当窓口(問合せ先) 県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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 (事業名) 肉用子牛生産者補給金制度    【畜種：肉用子牛】 

事業実施期間：令和７年度～令和 11 年度 

事業の目的 

 牛肉の輸入自由化に伴う子牛価格への影響に対処するため、肉用子牛生産安定等特別措置

法に基づき、子牛価格が保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付

することにより、肉用子牛生産の安定を図る。 
 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
肉用子牛生産者補給金

制度 
公 益 社 団 法 人 

佐賀県畜産協会 

四半期毎の平均売買価格が、保証基準価格を下回った

場合に補給金を交付（機構からの交付）し、さらに合

理化目標価格を下回った場合に差額の９割を補填する

（生産者積立金からの交付） 

 

○積立金単価（円/頭）(R8 年度) 

 生産者 県 機構 計 

黒毛和種 400 400 800 1,600 

その他肉

専用種 

5,000 5,000 10,000 20,000 

交雑種 600 600 1,200 2,400 
 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
肉用子牛生産者補給金

制度 
個体登録を行った牛であって、満６ヶ月齢以上満１２

ヶ月齢未満で販売、または、満１２ヶ月齢に達した日

以後も自家保留し飼養した肉用子牛 

生産者積立金 
機構（国）１／２ 
県    １／４ 
生産者  １／４ 

 
県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事業費（生産者積立金） 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国庫等 県 費 その他 
12,240 6,120 3,060 3,060 － 

                                            ※県費は県分生産者準備金から充当  
手続きの流れ       （独）農畜産業振興機構     
                   ↓補給金、積立金補助 
              （公社）佐賀県畜産協会      

              積立金 ↑         ↑積立金補助 

           農業協同組合等        県    

           積立金 ↑      補給金 

             肉用子牛生産農家   
 
要領・要綱等  肉用子牛生産者補給交付金交付要綱 

肉用子牛生産者積立助成金交付要綱 

        佐賀県肉用子牛生産者積立金積立事業費補助金交付要綱 

担当窓口(問合せ先)  (公社)佐賀県畜産協会価格対策課、県畜産課経営担当 

（独）農畜産業振興機構 
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 (事業名) 優良和子牛生産推進緊急支援事業・和子牛産地基盤 

強化緊急特別対策事業      【畜種：肉用子牛】 

 
〇優良和子牛生産推進緊急支援事業     事業実施期間：令和６年度～令和８年度 

事業の目的 

 肉用子牛価格の大幅な下落により、肉用子牛生産者の経営環境が悪化しており、生産意欲

低下により肉用牛生産基盤の弱体化が懸念される状況が継続している中で、飼養管理の向上

に取り組む和子牛生産者を緊急に支援することにより、肉用子牛の生産基盤の強化を図る。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
優良和子牛生産

推進緊急支援事

業 

公益社団法人 

佐賀県畜産協

会 

ブロック別平均売買価格が発動基準を下回った場合に、飼養

管理向上に取り組む和子牛生産者が販売した和子牛に対し、

取組に応じて奨励金を交付。 

○発動基準、必要取組数、奨励金単価 

発

動

基

準 

黒毛和種 62 万円 61 万円 

褐毛和種 57 万円 56 万円 

その他の 

肉専用種 

37 万円 36 万円 

必要取組数 ２つ ３つ 

奨励金単価 1 万円/頭 ２万円/頭 
 

 

〇和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業   事業実施期間：令和７年度～令和８年度 

事業の目的 

  枝肉価格の低下や飼料価格の高止まり等により子牛価格が低下し繁殖農家の生産

基盤が危機的状況にあることから、意欲ある和子牛生産者の経営の継続・発展に資す

る環境の整備を図る。 

 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 

和子牛産地基盤

強化緊急特別対

策事業 

公益社団法人 

佐賀県畜産協会 

和子牛産地の基盤強化計画を作成した地域において、ブロ

ック別平均売買価格が発動基準を下回った場合に、産地基

盤強化に資する取組を実施する和子牛生産者が販売・保留

した和子牛に対し、奨励金１万円/頭（離島等は５万円/頭）

を交付。 

○発動基準 

品種区分 発動基準価格 

黒毛和種 62 万円 
褐毛和種 57 万円 

その他の肉専用種 37 万円 
 

 

要領・要綱等  優良和子牛生産推進緊急支援事業実施要綱 

        和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業実施要綱 

 

担当窓口(問合せ先)  (公社)佐賀県畜産協会価格対策課、県畜産課経営担当 

（独）農畜産業振興機構 
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 (事業名) さが畜産経営サポート事業費補助金【畜種：全畜種】 
               事業実施期間：令和７年度～令和８年度 
事業の目的  
飼料価格高騰等により厳しい経営環境にある畜産農家に対し、生産性低下を防止する取組や佐賀牛生

産基盤強化の取組、経営改善に係る取組を支援することで経営安定を図る。 

事業内容 

事 業 区 分 補助事業者 事 業 の 内 容 
(1)暑熱・防疫対策 
(2)佐賀牛生産基盤強化対 

策 
(3)経営改善対策 
 

(1)農業協同組合、開

拓畜産事業協同組合、

養鶏業のインテグレ

ーター、知事が適当と

認める団体、団体に属

しない畜産農家 
(2)農業協同組合、畜

産農家 
(3) 農業協同組合、開

拓畜産事業協同組合、

養鶏業のインテグレ

ーター、知事が適当と

認める団体 

(1)暑熱対策：取組主体（畜産農家及び畜産業を営む法人）が

行う暑熱被害低減のための資材の購入、機械導入・施設

整備等に要す経費を補助。  
 ※送風機械装置、散水機械装置、断熱資材、畜舎改築等 

防疫対策：取組主体が行う家畜伝染病の発生防止のため

の資材の購入、機械導入・施設整備等に要する経費を補

助。 
※野生動物・害虫侵入防止（防鳥ネット、サシバエネット

等）、洗浄・消毒機械設備（消毒ゲート、動力噴霧器等） 
(2)優良な繁殖雌牛の増頭に向けた導入経費等を補助。 
(3)補助事業者が取組主体とともに取り組む生産性向上や省

力化に向けた活動に要する経費を補助。  

事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
(1)暑熱防疫対

策 

暑熱被害低減、家畜伝染病発生防止のための取組を行う

こと。 

※施工費も対象。既存設備の撤去費は対象外。 

※同規模・同能力への更新は対象外。 

※耐用年数１年未満の資材は対象外。 

2/3 以内（１取組主体当たり 1,333

千円を上限とする） 

（事業費は１取組主体当たり100千

円を下限とする） 

（２）佐賀牛生

産基盤強化対

策 

優良な繁殖雌牛の増頭の取組を行うこと。 

※枝肉重量及び脂肪交雑の育種価が A 以上の雌牛を対

象。 

・外部導入による増頭 

2/3 以内(補助上限額 66 万円/ 

頭） 

・自家保留による増頭 

 定額(20 万円/頭) 

(3)経営改善対

策  
補助事業者及び取組主体が生産性向上や省力化に向け

た活動を行うこと。 

※同規模同能力への更新は対象外。 

※補助事業者や取組主体の運営や維持のための恒常的

経費、補助事業者や取組主体に属する講師や専門家の謝

金は対象外。 

※リース契約の場合は、事業実施期間外の使用に係る経

費は対象外。 

定額（1 活動当たり 3,000 千円を上

限とする） 

県予算額等(令和７年度補正)                      （単位：千円） 

事 業 費 
事 業 費 内 訳 

県 予 算 額 
国庫（基金） 県 費 その他 

450,000 450,000    

手続きの流れ     

 

 

 

 
※「佐賀牛生産基盤強化対策」については、「肥育素牛生産拡大支援事業」の中で実施。 
 
要領・要綱等   さが畜産経営サポート事業費補助金交付要綱 

担当窓口(問合せ先)  （肉用牛）県畜産課肉用牛振興担当 

           （酪農・養鶏・養豚）県畜産課酪農中小振興担当 

           （養蜂）県畜産課衛生担当 

団体に属する取組主体 補助事業者 県 

団体に属さない個人 県 
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(事業名) 肉用牛肥育経営安定交付金制度  【畜種：肥育牛】 

事業実施期間：令和７年度～令和９年度 

事業の目的  

畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉

用牛生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付することにより、肉用牛肥育経営

の安定を図る。 
 

事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
肉用牛肥育経営

安定交付金制度 
公 益 社 団 法 人 

佐賀県畜産協会 

肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が標準的生産費を下

回った場合、その差額の９割を交付金として交付する。（交

付金のうち４分の１に相当する額は、生産者の積立てによる

積立金から支出） 
 
○生産者負担金単価（円/頭）（R8年度） 

 
 
 
 
 
 

 

品種 計 
内訳 

生産者 県 

肉専用種 12,000 10,500 1,500 

交雑種 18,000 16,850 1,150 

乳用種 19,000 18,100   900 

 
事業採択要件等 

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
肉用牛肥育経営安定交

付金制度 
（対象生産者） 

(公社)佐賀県畜産協会と肥育牛補填金交付契約

を締結した肥育牛生産者 

県：定額 
肉専用種 1,500 円/頭 

交雑種  1,150 円/頭 

乳用種   900 円/頭 
 
県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

県 費 その他 
224,500 32,465 192,035 32,465 

 
手続きの流れ         (独)農畜産業振興機構       
                      ↓交付金 
              （公社）佐賀県畜産協会    

            負担金↑         ↑補助金 

             農業協同組合等        県   

             負担金↑      交付金 

                肥育牛生産農家      
 

要領・要綱等  肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱 

        佐賀県肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金交付要綱 

担当窓口(問合せ先)  (公社)佐賀県畜産協会価格対策課、県畜産課経営担当、 

(独)農畜産業振興機構 
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(事業名) 肉豚経営安定交付金制度        【畜種：養豚】 

事業実施期間：令和６年度～令和８年度 
 
事業の目的 

  畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉

豚生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付することにより、肉豚経営の安定を

図る。 
 
事業内容 

事業区分 事業主体 事 業 の 内 容 
肉豚経営安定

交付金制度 

（独）農畜産業 
振興機構 

四半期毎に、肉豚１頭当たりの標準的販売価格が標準的生産

費を下回った場合、その差額の９割を交付金として交付す

る。 

（交付金のうち４分の１に相当する額は、生産者の積立によ

る積立金から支出） 
 
○負担金単価（円／頭）（R8年度） 

 400 円（うち県補助金 100 円） 

 
 
事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
肉豚経営安定

交付金制度 
肉豚生産者 

（（独）農畜産業振興機構が要件審査し、登録さ

れた肉豚生産者） 

県：負担金の１／４ 

（ただし 150 円／頭を上限） 

 
県予算額等(令和８年度)                       

（単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

県 費 その他 
60,000 15,000 45,000 15,000 

 
手続きの流れ            (独)農畜産業振興機構         
                           交付金        ↑補助金 

                                県     

              負担金 

                        肉 豚 生 産 者            

 

要領・要綱等  肉豚経営安定交付金交付要綱 

        佐賀県肉豚経営安定事業費補助金交付要綱 

 

担当窓口(問合せ先)  （独）農畜産業振興機構養豚経営課、県畜産課経営担当 
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(事業名) 鶏卵生産者経営安定対策事業    【畜種：採卵鶏】 

事業実施期間：令和８年度～令和 10 年度 
事業の目的 

鶏卵価格が低落した場合に価格差補填を行うとともに、更に低落した場合、成鶏の更新に  

当たって長期の空舎期間を設けて需要改善を図る取組を支援し、採卵養鶏経営と鶏卵価格の

安定を図る。 
事業内容 

事業区分 事業主体 事 業 の 内 容 
鶏卵価格差補填 
事業 

一般社団法人 
日本養鶏協会 

標準取引価格（月毎）が補填基準価格を下回った場合におい

て、その差額の９割を鶏卵生産者に補填する。 
また、その財源として「積立金」を造成する。 

成鶏更新・空舎 
延長事業 

一般社団法人 
日本養鶏協会 

鶏卵の標準取引価格（日毎）が安定基準価格を下回る日の  

30 日前から、安定基準価格を上回る日の前日までに更新のた

めに成鶏を出荷し、その後 60日以上の空舎期間を設けた場合

に、加入生産者及び食鳥処理場に奨励金を交付する。 

・空舎期間 60日～ 90 日 210 円／羽（310 円／羽） 

・空舎期間 91日～120 日 420 円／羽（620 円／羽） 

  ※（ ）内は小規模生産者（10 万羽未満） 

また、その財源として「協力金」を造成する。 
 
事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
鶏卵価格差補填 
事業 

採卵用成鶏めすを常時100羽以上飼養し、

鶏卵を販売する鶏卵生産者であって、そ

の生産する鶏卵の全量について価格差補

填契約を締結し、成鶏更新・空舎延長事

業の協力金を納付した者 

 国 ：補填金額の１／４ 

生産者：補填金額の３／４ 

※積立金（Ｒ8）：4.00 円／㎏   

（うち県補助金 0.50 円／㎏） 

成鶏更新・空舎 
延長事業 

鶏卵価格差補填事業の加入生産者及び事

業の対象となる成鶏の出荷先である食鳥

処理場 

 国 ：奨励金の３／４ 

生産者：奨励金の１／４ 

※協力金（Ｒ8）：0.30 円／㎏ 
 
県予算額等(令和８年度)                       

（単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国庫等 県 費 その他 
9,624 － 1,200 8,424 1,200 

 
手続きの流れ（鶏卵価格差補填事業）  

     補助金                  補助金 
       国   →     （一社）日本養鶏協会    ←   県   

                 積立金↑↓ 補填金 
  鶏卵生産者   

 

要領・要綱等   鶏卵生産者経営安定対策事業実施要綱 

         佐賀県鶏卵生産者経営安定対策事業費補助金交付要綱 

担当窓口(問合せ先)  （一社）日本養鶏協会、県畜産課経営担当 
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 (事業名)加工原料乳生産者補給金制度【畜種：乳用牛】 

事業実施期間：平成３０年度～ 
事業の目的 

暫定措置法に基づく生産者補給金制度を、平成３０年度より畜安法に恒久的な位置づけと

し、交付対象者を拡大するとともに、指定を受けた事業者に集乳調整金を交付して、生乳等

の需給の安定や酪農経営の安定を図る。 
飲用向けに比べて価格が安い加工原料乳（バターや脱脂粉乳、ナチュラルチーズ、クリー

ム、濃縮乳、脱脂濃縮乳等１２品目の原料となる生乳）について①生乳を集めて乳業に販売

する事業者、②乳業に直接生乳を販売する酪農家、③乳製品を加工販売する酪農家に生産者

補給金を交付するとともに、①のうち要件を満たす指定事業者に集送乳調整金を交付する。 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
加工原料乳生産者

補給金制度 
農水直轄 ・ 農林水産大臣が定める限度数量（交付対象数量 325

万 t）の範囲内で生産される加工原料乳について、補

給金を対象事業者（第 1～3 号）に交付（9.11 円／kg） 

・ 集乳を拒まない対象事業者を指定し、集送乳調整金

を交付（2.83 円／kg） 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
加工原料乳生産者

補給金制度 
生乳を集めて乳業に販売する事業者（第 1 号）、乳

業に直接生乳を販売する酪農家（第 2 号）、乳製品

を加工販売する酪農家（第 3 号）に 12 品目の加工

向け生乳に補助金または送集乳調整金を交付。 

国：定額 

加工向け生乳 9.11 円/kg 

集送乳調整金 2.83 円/kg 

 
国庫予算額 (令和８年度)                     （単位：百万円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
備 考 

国庫等 その他 
38,463 38,463 － (要望相当額) 

 
補助金制度の仕組み 

・生産者補給交付金＝補給金単価×認定数量（農林水産大臣の定める数量を限度とする。）   

 

要領・要綱等  加工原料乳生産者補給交付金交付要綱 

関連事業    加工原料乳生産者経営安定対策事業 

担当窓口(問合せ先)  (独)農畜産業振興機構、県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) 加工原料乳生産者経営安定対策事業 【畜種：乳用牛】 
事業実施期間：令和５年度～８年度 

 
事業の目的 

加工原料乳価格が需給変動等により低落した場合に、生産者の拠出と国の助成金とによる

生産者積立金によりその一定部分を補填し、加工原料乳生産者補給金制度と一体となって、

酪農経営の安定を図り、もって生乳の再生産の確保及び牛乳乳製品の安定供給に資する。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
加工原料乳生産者経営

安定対策事業 
指定生乳生産者

団体（指定団体） 
加工原料乳の取引価格が補填基準価格（過去 3 年間の

平均取引価格）を下回った場合に、生産者に補填金（低

落分の 8 割）を交付する事業。 
加工原料乳価格（脱脂粉乳・バター等向け、チーズ

向け及び生クリーム等の液状乳製品向けの生乳価格）

が下落した場合の経営への影響緩和を目的に、生産者

と国が拠出して造成した積立金から補填。 
 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
加工原料乳生産者経営

安定対策事業 
加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者積立金契

約の締結 
国：３/４以内 

(価格低落の８割) 

 
国庫予算額(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
備 考 

国庫等 その他 
5,948 5,948 - (要望相当額) 

 
事業の仕組み  

         

要領・要綱等  加工原料乳生産者経営安定対策事業実施要綱 

関連事業    加工原料乳生産者補給金制度 

担当窓口(問合せ先)  （独）農畜産業振興機構、県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) 配合飼料価格安定制度    【畜種：牛、豚、鶏ほか】 
事業実施期間：昭和４３年度～ 

事業の目的 

 配合飼料価格の変動が畜産経営に及ぼす影響を緩和し、畜産経営の安定を図る。 

事業内容 

事業区分 事 業 主 体 事 業 の 内 容 

配合飼料

価格安定

制度 

① 通常補てん基金 

【全農系】 

 (一社)全国配合飼料供給安定基金 

【専門農協系】 

(一社)全国畜産配合飼料価格安定基金 

【商系】 

(一社)全日本配合飼料価格畜産安定基金 

② 異常補てん基金 

(公社)配合飼料供給安定機構 

（緊急補てん基金） 

(公社)配合飼料供給安定機構 

①通常補てん：畜産経営者及び配合飼料製造業者が負担

する積立金をもって通常補てん財源を造成し、輸入

原料価格が直前１か年の平均を上回った場合に、一

定の要件のもとに通常補てん財源を取り崩して、畜

産経営者に対して、通常補てん金を交付する。 

②異常補てん：配合飼料の輸入原料価格が異常に引上げ

られた場合に、通常価格差補てん事業と一体的に、

一定の要件のもと、畜産経営者に対して異常補てん

金を交付する。 

（緊急補てん（特例による補てん））：輸入原料価格の算

定期間を 1 年間から 2.5 年間に延長する等の「新た

な特例」を制度内に設けて補填金を交付する。 

事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 

配 合 飼 料

価 格 安 定

制度 

(1)常時飼養頭羽数 
採卵鶏 100 羽以上 
肉用鶏 500 羽以上 
肥育豚 ５頭以上 
種豚  ２頭以上 
乳用牛・肉用牛 １頭以上 
うずら 1,000 羽以上   等 
 

(2)配合飼料を供給する JA 等と基本契約 
（加入当初）及び数量契約（毎年）を締結 

原則として当該四半期の平均輸入原料価格が直前１年

間の基準輸入原料価格を上回る額を限度として、通常補て

ん金が交付される。 

①通常補てん：通常補てん金－異常補てん金 

②異常補てん：当該四半期の輸入原料価格から基準輸入

原料価格に 115%を乗じた額を差し引いた額、又は当該

四半期に係る平均輸入原料価格が基準輸入原料価格

の 115％を超えない場合であって、当該四半期の２四

半期前時点における直前１年間に係る平均輸入原料

価格（特例基準輸入原料価格）に 123.3%を乗じて算出

した価格を超えて上昇しているとき、超えた部分の額

あるいは平均輸入原料価格から基準輸入原料価格を

差し引いた額の 1/3 のいずれか小さい額を交付。 

③緊急補てん：８四半期連続で通常補填が発動されてお

り、かつ、異常補填が発動されていない場合に、前四

半期の補填金の 3/4 を上限額として交付。 

補てん金等の流れ 

 
要領・要綱等 各団体業務方法書、配合飼料価格安定対策事業補助金交付要綱、配合飼料価格安定対策事業実施要領 

関連事業 直接関連する事業はないが、他の畜産関係補助事業で、原則として当該制度に加入していることが 

採択要件とされているものあり。（前年未加入で今年度も未加入の場合は可。） 

担当窓口(問合せ先) JA さが、佐賀県開拓畜産事業協同組合、佐賀県配合飼料価格安定基金協会、県畜産課酪農・

中小家畜振興担当 
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(事業名) 配合飼料価格高騰経営安定対策事業【畜種：牛、豚、鶏ほか】  

事業実施期間：令和８年度 
事業の目的 

飼料価格高騰等の影響を受けた畜産農家の経営負担を軽減するため、令和７年度に購入した飼

料費（配合飼料等、とうもろこし、TMR）の一部について補助する。 
事業内容 

事業主体 事 業 の 内 容 
①佐賀県農業協同組合 
②佐賀県開拓畜産事業協同組

合 
③（一社）佐賀県配合飼料価

格安定基金協会 
④畜産農家等 

畜産農家に対し、飼料費の農家負担増の一部を補助する。 

 
事業採択要件等 

主 な 採 択 基 準 補 助 率 
・畜産農家にあっては、申請時点において佐賀県内に居住し、畜産業を営

んでいること。法人にあっては、申請時点において本店所在地が佐賀
県内にあり、畜産業を営んでいること。 

・飼料購入費の縮減につながる次のいずれかの取組を行うこと。 
①給餌を一度に行うのではなく、１日数回に少量ずつ分けて給餌するなど

飼料の食べこぼしを低減させる。 
②個体ごとの増体の状況に応じて早期出荷に取り組む。 
③青刈りとうもろこしなどの良質な粗飼料の給与により、飼料穀物の給餌

量を低減させる。 
④とうもろこしの代替として、飼料用麦、飼料用米の比率を高めた配合飼

料等を利用する。 
⑤比較的安価な食品残さ等を活用したエコフィードを利用する。 
⑥フィーダーの破損等がないかこまめに確認して設備の管理を徹底する。 
⑦その他飼料費の縮減につながる取組を行う。 

定額 

1,050 円/t 

※ただし、補助事業者毎の

交 付 額 が 1,000 円 未 満

（953kg 未満）の場合は補助

金交付対象外とする。 

 

県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 
事 業 費 内 訳 

県 予 算 額 国庫 
（臨時交付金） 県 費 その他 

284,000 284,000 － － 0 

 

手続きの流れ 

交付要綱：事業主体⇔県 

要領・要綱等 配合飼料価格高騰経営安定対策事業費補助金交付要綱 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課酪農・中小家畜振興担当 
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(事業名) 畜産特別資金（大家畜・養豚特別支援資金）【畜種：大家畜、養豚】 

事業実施期間：令和５年度～令和９年度 
   

事業の目的 
負債の償還が困難な畜産経営に対し、長期・低利の借換資金を融通するとともに、  

経営改善指導及び保証債務に対する支援を行う。 
 
事業内容 

事業区分 事業主体 事 業 の 内 容 
畜
産 
リ
ノ
ベ
資
金 

（資金区分） 
経営改善資金 

（対象者） 
大家畜及び 
養豚経営 

（資金の内容） 
借換対象資金の毎年の約定償還金（元本及び利息に限る。）の
借換えを行うのに要する資金。 

経営継承資金 
後継者への経営継承を行う場合に、円滑な経営継承を図るた
めに必要な限度において、借換対象資金の残高の借換えを行
うのに要する資金。 

酪肉支援資金 
（対象者） 
大家畜経営 

借換対象資金の約定償還金（元本及び利息に限る。）の借換え
を行うのに要する資金。 

 
事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 償還期間 
（うち据置） 

畜
産 
リ
ノ
ベ
資
金 

（資金区分） 
経営改善資金 
 

（借入希望者の要件） 
借入れを希望する年度を含む直近の年度において、
約定償還金の一部の返済が可能であること。(※) 

 
大家畜：15 年（３年） 
養 豚：７年（３年） 

経営継承資金 上記の要件(※)に該当すること。 
おおむね 40 歳以下の後継者が、借入を希望する年度
以降において、経営の主たる従事者となることが認
められること。 

 
大家畜：25 年（５年） 
養 豚：15 年（５年） 

酪肉支援資金 

上記の要件(※)に該当すること。 
65 歳未満の者が現に主として大家畜経営に従事して
おり、かつ将来も従事する見込みがあると認められ
ること又は65歳以上の者が現に主として大家畜経営
に従事しており、当該者の大家畜経営に係る後継者
が確定していること。 

 
大家畜：25 年（５年） 
 

 
県予算額等(令和８年度)                      （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
142（融資枠３億円） － 142 － 142 

資金借入等の流れ  
               中央畜産会      農畜産業振興機構    
       補助金                      計画協議↑  ↓協議回答 
                            県               
       補助金  計画・補助金申請↑↓計画承認・補助金交付   債務保証承認  
  県信連            農業協同組合等                   県農業信用基金協会  
      利子補給契約  借入申込↑↓資金貸付      債務保証申請 
                 大家畜及び養豚経営      

 

要領・要綱等        畜産特別支援資金融通事業実施要綱 
佐賀県畜産特別資金利子補給補助金交付要綱 

担当窓口(問合せ先)  各農業協同組合、県畜産課経営担当 

利子 
補給 
契約 
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 (事業名) 農業近代化資金          【畜種：全畜種】 

事業実施期間：昭和３６年度～ 
事業の目的 

 農業協同組合等が農業者等に対し、長期かつ低利の施設資金等を融通することによ

り、農業者等の農業経営の近代化に資する。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 
農業近代化資金利子補

給事業 

 

 

（貸付対象者） 

農業者等 

 

 

農業者等の農業経営の近代化を図るため、農協等に

対し利子補給を行い、長期かつ低利資金の円滑な融通

を行う。 

貸付利率  2.60％(R8.4.20現在) 

    ※目標地図に位置付けられた等の認定農業者が

特定の条件で借り入れる場合、特例あり。 

貸付限度額 農業者1,800万円（一定の要件を満たせば、２億円） 

 法人等2億円 

償還期間  １５年以内（原則） 

７年以内（家畜購入育成資金の場合） 

据置期間   ３年以内（原則） 

２年以内（家畜購入育成資金の場合）      

 

事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 融資率等 
農業近代化資金利子補

給事業 

※認定農業者及び集落

営農組織等で１０

０％以内となる特例

を受ける場合 

「佐賀県農業近代化資金取扱要領」に定める要件を満

たすもの。 

※経営改善計画を具体的に実行していくために必要

な「経営改善資金計画」を市町村特別融資制度推進

会議において認定されること。 

(融資率) 

    80％以内 

※(融資率) 

   100％以内 

 
資金借入等の流れ 

                         県       
       利子補給承認      利子補給金申請 ↑↓利子補給金交付  債務保証承認 

農業振興センター        農 業 協 同 組 合 等        県農業信用基金協会  

     利子補給承認申請          借入申込↑↓資金貸付      債務保証申請 

                       畜  産  農  家   

経営改善資金計画承認申請↓↑計画承認        

  市町特別融資制度推進会議 【認定農業者の場合】 

 

要領・要綱等     佐賀県農業近代化資金利子補給補助金交付要綱 

 

担当窓口(問合せ先)  各農業協同組合金融課、各農業振興センター、県生産者支援課 
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(事業名) 農業経営基盤強化資金（スーパーL 資金） 【畜種：全畜種】  

      事業実施期間：平成６年度～ 
 
事業の目的 

 経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体の育成に資するため、農業経営基盤強化

促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者に対して、計画に即して規模拡大

その他の経営展開を図るのに必要な長期低利資金を、日本政策金融公庫を通じて融資

する。 

 

事業内容 

事 業 区 分 貸付主体 貸付対象者 事 業 の 内 容 
農業経営基盤強化

資金貸付事業 

 

日本政策 

金融公庫 

 

認定農業者 農業経営改善計画の達成に必要な長期資金全般 

貸付利率 1.75％～2.60％(R8.4.20現在) 

貸付限度額 個人３億円（特認６億円） 

 法人10億円（特認20億円） 

（一定の場合30億円） 

償還期間  ２５年以内 

うち据置  １０年以内 

※貸付利子特例 （当初５年間） 

目標地図に位置付けられた者又は農地中間管理機構

から農用地等を借り受けた農業者に対するスーパーL

資金で対象要件を満たす者で貸付金利が 0％となる

までの幅で利子助成（ただし、上限 2％） 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 融 資 率 
農業経営基盤強化資金

貸付事業 

経営改善計画を具体的に実行していくために必要な「経

営改善資金計画」を市町村特別融資制度推進会議におい

て認定されていること。 

１００％以内 

 
資金借入等の流れ 

                日本政策金融公庫  

              借入申込↑↓資金貸付  債務保証申請（農協転貸の場合） 

     農業協同組合等        県農業信用基金協会  

               借入申込↑↓資金貸付  債務保証承認（農協転貸の場合） 

                 畜 産 農 家  

       経営改善資金計画承認申請↓↑計画承認    

  市町特別融資制度推進会議  

 

要領・要綱等   農業経営基盤強化資金実施要綱 

          

担当窓口(問合せ先)  日本政策金融公庫佐賀支店、各農業協同組合金融課、 

各農業振興センター 
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 (事業名) 農業改良資金           【畜種：全畜種】 

事業実施期間：昭和３１年度～ 
 
事業の目的 

 農業改良資金融通法等の定めるところにより、農業者が農業経営の改善を目的とし

て新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産

物若しくは加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、

農業者等に対して日本政策金融公庫が貸付を行い農業経営の安定と、農業生産力の増

強に資する。 
 

事業内容 

事 業 区 分 貸付主体 貸付対象者 事 業 の 内 容 
新たな農業部門や加工

の事業の経営の開始 
農畜産物又はその加工

品の新たな生産・販売

方式の導入他 

日本政策 
金融公庫 
 

農林漁業バイオ燃料法・米

穀新用途利用促進法・六次

産業化法・みどりの食料シ

ステム法等上記の法律に

基づく事業計画の認定の

ほか、農業改良措置に関す

る計画を作成し、県知事に

よる貸付資格の認定を受

けた者 

農業経営の改善を目的として、農業改

良措置を実施するために必要な資金 

貸付利率 無利子 

貸付限度額 個人 5,000 万円  

法人 15,000 万円 

償還期間 原則１２年以内 

うち据置 原則３～５年以内 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 融 資 率 
農業改良資金貸付事業  ・新たな農業部門の開始 

・新たな加工事業の開始 
・農産物又は加工品の新たな生産方式の導入 
・農産物又は加工品の新たな販売方式の導入 

１００％以内 

 
 

資金借入等の流れ 

                      県        

             貸付資格認定申請↑↓認定          債務保証承認（農協転貸の場合）   

日本政策金融公庫又は     

受託金融機関(農協等)   

             借入申込↑↓資金貸付         債務保証申請（農協転貸の場合）  

                    畜 産 農 家    

               

                 

要領・要綱等  農業改良資金制度運用基本要綱 

 

担当窓口(問合せ先)  日本政策金融公庫佐賀支店、各農業協同組合金融課、 

 各農業振興センター 

県農業信用基金協会 
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(事業名) 畜産近代化リース事業       【畜種：全畜種】 

事業実施期間：－ 
事業の目的 

畜産農家等が利用する畜産関係施設のリースを行い、畜産経営の近代化と体質強化を

図る。 
 
事業内容 

事 業 区 分 貸付対象者 
（借受者） 事 業 の 内 容 

飼料生産利用施設 農業協同組合等 
 

① 草地造成用機械施設 
② 自給飼料生産利用機械施設をリースする 

（譲渡条件付き）。 
家畜家きん飼養管理施設 農業協同組合等 

 
① 生乳生産合理化施設 
② 精液保管等施設 
③ 畜舎環境改善機械施設 
④ 中小家畜管理機械施設をリースする 

（譲渡条件付き） 
家畜畜産物流通施設 
 

農業協同組合等 
 

① 家畜市場機械施設 
② 食肉食鶏処理流通施設 
③ 鶏卵処理物流施設をリースする 

（譲渡条件付き） 
 
事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
－ 「公益財団法人畜産近代化リース協会業務方法書実

施要領」に定める要件を満たすもの。 

－ 

 
 
手続きの流れ 

 

  販売業者       畜産近代化リース協会      県（経由）  

       

        
              農業協同組合等（借受者）   

            
        

 
   県内畜産農家（最終借受者）   

 

 

要領・要綱等   公益財団法人畜産近代化リース協会業務方法書実施要領 

          

担当窓口(問合せ先)  各農業協同組合、佐賀県配合飼料価格安定基金協会、 

県畜産課酪農・中小家畜振興担当 

 

貸付申請 

貸付申請 

貸付申請 貸付契約 

再貸付契約 

売買契約 

リース料等支払い 

リース料等支払い 
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(事業名) 畜産高度化支援リース事業     【畜種：全畜種】 

事業実施期間：－ 
事業の目的 

畜産経営における家畜排せつ物の利活用の推進及び環境整備、食肉や生乳流通の効率

化・合理化に必要な施設等の導入をリース方式で支援することにより、我が国畜産の

安定的発展を図る。 
 
事業内容 

事 業 区 分 貸付対象者 
（借受者） 事 業 の 内 容 

環境リース 畜産農家、農協等 
① 畜産排水の浄化・液肥化処理施設等 
② 畜舎等から発生する臭気を脱臭処理する

ための施設等           等 
経営リース 畜産農家、農協等 ① 家畜ふん尿処理施設等 

② 飼料の生産、給与等施設等 
③ 家畜飼養管理等施設等 
④ ６次産業化に関する施設等 

食肉リース 食肉販売店、業務用

卸、食肉センター等 
① 食肉の加工、販売及び畜産副産物の処理に

必要な施設等 
② 食肉処理等施設等 

生乳リース 集送乳業者、乳製品

製造業者等 
① 集送乳に必要な施設・設備等 
② 乳製品製造に必要な機械等 

 

事業採択要件等    

事業区分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
－ 畜産高度化支援リース事業実施要領及び畜産高度化支援リー

ス事業実施要綱に定める要件を満たすもの。 

－ 

 
手続きの流れ（直接リース又は間接リースを選択） 

① 直接リース                ②間接リース 

     畜産環境整備機構             畜産環境整備機構      
 
 
 
 

 受託団体（農協、配飼協等）  県      借受団体（農協、配飼協等）  県   

 
 
 
 

     畜産農家                  畜産農家       
 
 
 

要領・要綱等   畜産高度化支援リース事業実施要領、同事業実施要綱 

          

担当窓口(問合せ先)  各農業協同組合、佐賀県配合飼料価格安定基金協会、 

県畜産課酪農・中小家畜振興担当 

※特認施設等・ 災害適用申請のみ 県の意見書付与 

貸付決定 

貸付決定 申請 
リース料等 

支払い 

貸付決定 申請 貸付契約 
リース料等 

支払い 

申請 
リース料等 

支払い 

貸付決定 申請 貸付契約 
リース料等 

支払い 
貸付決定 

再貸付 
契約 
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(事業名) 死亡獣畜処理対策事業〔県単〕 【畜種：牛、馬、豚、めん山羊】  

事業実施期間：昭和５３年度～ 
 
事業の目的 

 県内に死亡獣畜処理場（化製場等）がないことから、県外化製場等における死亡獣

畜処理を円滑に推進するため、死亡獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊）の発生場所

から化製場等まで搬送する経費について補助を実施し、死亡獣畜処理の円滑な推進を

図り、畜産振興及び公衆衛生の向上に資する。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事業主体 事 業 の 内 容 

死亡獣畜処理対策事業 市町 畜産農家等が県外死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬

送するために要する経費の助成。  
 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
死亡獣畜処理 

対策事業 
（対象経費） 

畜産農家等が、死亡獣畜発生地点から県

外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬

送するために要した経費に対し、市町が

補助する場合における当該補助に要す

る経費 

県：1/3 以内 

ただし、5,000 円/件を限度 

  
県予算額等(令和８年度)                       

（単位：千円） 
事 業 費 事 業 費 内 訳 

県 予 算 額 
国 庫 県 費 その他 

31,650 － 10,550 21,100 10,550 

 
手続きの流れ 
 
                   県    
      実績報告・交付申請 ↑↓ 補助金 
                   市 町  

                補助申請 ↑↓ 補助金 

                 畜産農家等  

         

要領・要綱等   佐賀県死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱 

         佐賀県死亡獣畜処理対策事業実施要領 

 

担当窓口(問合せ先)  県畜産課衛生担当 
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(事業名) 畜産経営技術高度化推進事業〔県単〕 【畜種：全畜種】 

事業実施期間：昭和３９年度～ 
 
事業の目的 

 畜産コンサルタント等による経営診断指導を実施し、畜産農家の経営を改善・向上

させ、将来の地域畜産の担い手育成を図る。 
 
事業内容 

事 業 区 分 事 業 主 体 事 業 の 内 容 
経営診断 公益社団法人 

佐賀県畜産協会 
経営診断を希望する畜産農家に対して、畜産協
会（畜産コンサルタント）、関係機関・団体等に
よる経営診断等を実施する。 

 
事業採択要件等    

事 業 区 分 主 な 採 択 基 準 補 助 率 
－ － － 

 
県予算額等(令和８年度)                     （単位：千円） 

事 業 費 事 業 費 内 訳 
県 予 算 額 

国 庫 県 費 その他 
4,600 － 4,600 － 4,600 

 
手続き等の流れ 

 
               県      

          業務委託↓        協力依頼 

            畜 産 協 会     関係機関・団体等  

     受診農家の選定依頼↓↑申込 

            農業協同組合等   

       受診農家の選定↓↑申込     経営診断 

            畜 産 農 家   

 

 

担当窓口(問合せ先)  (公社)佐賀県畜産協会経営支援課、県畜産課経営担当 
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○佐賀県畜産の概要

1　農業産出額の推移
○令和6年における本県畜産部門の産出額は368億円で、農業全体の26.8％を占めている。

○品目別には、肉用牛が188億円でトップ、次いで鶏の105億円、豚の55億円となった。

(単位：億円、％）

令和元年 2年 3年 4年 5年 6年 R6年/R1年比

89,387 89,557 88,600 90,147 95,579 108,200 121.0

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

17,520 17,422 18,827 18,208 20,106 21,355 121.9

(19.6) (19.5) (21.2) (20.2) (21.0) (19.7)

1,135 1,219 1,206 1,307 1,284 1,372 120.9

(1.3) (1.4) (1.4) (1.4) (1.3) (1.3)

791 873 845 939 901 999 126.3

32,344 32,279 34,062 34,673 37,721 36,932 114.2

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

8,315 8,156 9,172 8,978 9,904 9,506 114.3

(25.7) (25.3) (26.9) (25.9) (26.3) (25.7)

340 342 356 363 378 368 108.2

(1.1) (1.1) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)

7,482 6,863 7,662 7,913 7,787 7,860 105.1

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

3,120 2,839 3,378 3,199 3,232 3,211 102.9

(41.7) (41.4) (44.1) (40.4) (41.5) (40.9)

163 162 181 182 185 188 115.3

(2.2) (2.4) (2.4) (2.3) (2.4) (2.4)

9,353 9,310 9,286 8,844 9,038 9,767 104.4

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

800 801 840 771 814 845 105.6

(8.6) (8.6) (9.0) (8.7) (9.0) (8.7)

18 20 19 18 17 17 94.4

(0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)

6,122 6,596 6,445 6,775 7,259 7,629 124.6

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

1,870 1,941 2,122 2,042 2,268 2,309 123.5

(30.5) (29.4) (32.9) (30.1) (31.2) (30.3)

49 52 51 51 55 55 112.2

(0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (0.7)

8,647 8,724 9,801 10,163 12,596 10,655 123.2

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

2,483 2,526 2,777 2,908 3,539 3,096 124.7

(28.7) (29.0) (28.3) (28.6) (28.1) (29.1)

108 105 101 109 118 105 97.2

(1.2) (1.2) (1.0) (1.1) (0.9) (1.0)

740 787 869 979 1041 1021 138.0

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

43 50 54 57 53 45 104.7

(5.8) (6.4) (6.2) (5.8) (5.1) (4.4)

2 3 3 3 3 2 100.0

(0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2)

資料：農林水産省「令和6年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）」（令和7年12月23日公表）

注１　農業産出額には、上記以外に加工農産物を含む。

注２　各部門の計と内訳は、ラウンドの関係で一致しない場合がある。

注３　下段の（　　）は合計（全国）に占める割合

耕種(佐賀)

全国

九州

佐賀

佐賀

全国

佐賀

九州

全国

九州

区分(年次）

全国

佐賀

九州

佐賀

農業産出額

全国

九州

全国

九州

その他

全国

佐賀

畜産

佐賀

九州

肉用牛

乳用牛

豚

鶏

55



2　畜種毎の飼養頭数及び飼養戸数の推移
○肉用牛：令和7年の飼養戸数は478戸で、5年間で約17.0％減少し、飼養頭数は50,800頭で、5年間で約2.9％減少。

○乳用牛：令和7年の飼養戸数は28戸で、5年間で約31.7％減少し、飼養頭数は1,740頭で、5年間で約22.3％減少。

○豚：令和6年の飼養戸数は28戸で、5年間で約34.9％減少し、飼養頭数は69,500頭で、5年間で約14.8％減少。

○採卵鶏：令和6年の飼養戸数は24戸で、5年間で約20％減少し、飼養頭数は251千羽頭で、5年間で約48.1％減少。

○ﾌﾞﾛｲﾗｰ：令和6年の飼養戸数は62戸で、5年間で約8.8％減少し、飼養頭数は3,929千羽頭で、5年前と同水準。

【飼養戸数及び頭数等】 (単位：戸、頭・千羽、％）

令和元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 R7年/R2年比

戸数 46,300 43,900 42,100 40,400 38,600 36,500 34,000 77.4

頭数 2,503,000 2,555,000 2,605,000 2,614,000 2,687,000 2,672,000 2,595,000 101.6

戸数 20,400 19,300 18,500 19,901 16,900 16,000 16,852 87.3

頭数 913,600 927,100 952,500 1,019,700 977,400 978,200 1,031,700 111.3

戸数 608 576 554 532 519 508 478 83.0

頭数 52,100 52,300 52,600 52,800 52,400 52,200 50,800 97.1

戸数 15,000 14,400 13,800 13,300 12,600 11,900 11,300 78.5

頭数 1,332,000 1,352,000 1,356,000 1,371,000 1,356,000 1,313,000 1,293,000 95.6

戸数 1,470 1,410 1,350 1,367 1,230 1,180 1,184 84.0

頭数 105,300 105,500 104,000 104,970 102,100 97,800 97,700 92.6

戸数 43 41 40 39 34 32 28 68.3

頭数 2,240 2,240 2,110 2,140 1,970 1,830 1,740 77.7

30年 令和元年 2年 3年 4年 5年 6年 R6年/R1年比

戸数 4,470 4,320 - 3,850 3,590 3,370 3,130 72.5

頭数 9,189,000 9,156,000 - 9,290,000 8,949,000 8,956,000 8,798,000 96.1

戸数 1,420 1,370 - 1,250 1,346 1,060 945 69.0

頭数 2,867,000 2,879,000 - 2,892,000 3,011,700 2,818,000 2,753,000 95.6

戸数 45 43 - 35 34 31 28 65.1

頭数 84,000 81,600 - 82,900 82,600 85,400 69,500 85.2

戸数 2,200 2,120 - 1,960 1,880 1,760 1,700 80.2

羽数 181,950 182,368 - 183,373 182,661 172,265 170,776 93.6

戸数 458 415 - 381 409 345 337 81.2

羽数 24,155 24,821 - 24,379 24,915 23,815 21,842 88.0

戸数 30 30 - 26 24 24 24 80.0

羽数 511 484 - 319 267 200 251 51.9

戸数 2,260 2,250 - 2,160 2,100 2,100 2,050 91.1

羽数 138,776 138,228 - 139,658 139,230 141,463 144,859 104.8

戸数 1,110 1,120 - 1,100 1,107 1,110 1,080 96.4

羽数 68,750 70,121 - 69,980 70,711 74,113 74,080 105.6

戸数 70 68 - 64 63 62 62 91.2

羽数 3,806 3,935 - 3,751 3,637 3,949 3,929 99.8

資料：農林水産省「畜産統計」（令和7年2月1日現在、令和7年11月28日公表）

＊令和2年及び令和7年の豚、採卵鶏及びブロイラーについては公表データなし。（農林業センサス調査年のため。）

＊採卵鶏については成鶏めす1,000羽未満、ブロイラーについては、出荷羽数年間3,000羽未満の飼養者を含めていない。

佐賀

ﾌﾞﾛｲﾗｰ

全国

九州

九州

採卵鶏

区分(年次）

肉用牛

全国

九州

佐賀

全国

九州

佐賀

豚

佐賀

九州

全国

区分(年次）

佐賀

乳用牛

全国
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4
5

2
2
,
4
9
4

2
2
,
6
1
3

－
－

肥
育

素
牛

県
内

自
給

率
＊

＊
2
9
.
6

3
0
.
4

2
9
.
3

2
8
.
5

2
7
.
1

－
－

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
統

計
」

（
令

和
7
年

2
月

1
日

現
在

、
令

和
7
年

7
月

2
5
日

公
表

）

 
 
 
 
 
 
家

畜
改

良
セ

ン
タ

ー
デ

ー
タ

（
出

生
頭

数
、

と
畜

頭
数

）
（

年
度

計
）

注
　

＊
は

年
次

計
、

＊
＊

は
年

度
計

。

　
　

肥
育

素
牛

生
産

頭
数

、
と

畜
頭

数
、

自
給

率
は

肉
専

用
種

(
黒

毛
和

種
)
の

み
の

数
値

。

　
　

肥
育

素
牛

生
産

頭
数

は
、

出
生

頭
数

×
0
.
8
。

　

（
2
）

生
産

及
び

価
格

の
動

向

〇
本

県
の

肉
用

子
牛

出
荷

頭
数

は
5
,
7
3
5
頭

で
、

5
年

間
で

1
0
.
9
％

減
少

し
た

。

〇
と

畜
頭

数
は

2
3
,
4
5
2
頭

で
、

5
年

間
で

0
.
4
％

増
加

し
た

。

【
肉

用
子

牛
出

荷
頭

数
及

び
と

畜
頭

数
】

(
単

位
：

頭
、

％
）

令
和

元
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

肉
用

子
牛

出
荷

頭
数

全
国

3
1
2
,
1
9
8

3
4
2
,
7
9
8

3
4
8
,
5
3
0

3
6
0
,
8
1
3

3
6
6
,
8
8
7

3
6
3
,
2
4
3

1
1
6
.
4

佐
賀

6
,
4
3
4

6
,
7
2
0

6
,
1
4
7

6
,
2
0
6

6
,
0
3
9

5
,
7
3
5

8
9
.
1

全
国

1
,
0
4
3
,
0
9
3

1
,
0
5
1
,
8
6
2

1
,
0
5
5
,
0
7
5

1
,
0
8
7
,
5
4
5

1
,
1
0
4
,
5
2
3

1
,
1
1
5
,
1
5
0

1
0
6
.
9

佐
賀

2
3
,
3
6
8

2
3
,
1
7
8

2
2
,
6
2
8

2
2
,
9
1
1

2
3
,
3
6
2

2
3
,
4
5
2

1
0
0
.
4

う
ち

黒
毛

和
種

全
国

4
5
7
,
9
0
4

4
7
7
,
7
6
1

4
8
2
,
8
4
7

4
8
9
,
7
9
2

5
0
6
,
6
7
7

5
4
2
,
5
1
5

1
1
8
.
5

佐
賀

2
2
,
4
5
6

2
2
,
3
2
5

2
1
,
8
3
6

2
1
,
9
4
5

2
2
,
4
9
4

2
2
,
6
1
3

1
0
0
.
7

う
ち

乳
用

種
全

国
3
3
2
,
3
2
3

3
2
8
,
2
0
3

3
2
5
,
0
0
7

3
3
0
,
5
6
0

3
2
0
,
1
5
3

3
0
6
,
2
2
1

9
2
.
1

佐
賀

3
2
6

3
4
9

3
0
1

3
9
0

2
8
6

2
5
6

7
8
.
5

う
ち

交
雑

種
全

国
2
3
6
,
9
0
5

2
2
8
,
0
5
2

2
2
8
,
7
9
8

2
4
8
,
6
1
2

2
6
0
,
7
8
9

2
5
5
,
6
6
0

1
0
7
.
9

佐
賀

5
8
1

4
9
7

4
9
1

5
7
6

5
7
2

5
8
0

9
9
.
8

資
料

　
肉

用
子

牛
出

荷
頭

数
は

農
畜

産
業

振
興

機
構

H
P
「

肉
用

子
牛

取
引

状
況

表
（

中
央

家
畜

市
場

）
」

（
年

度
計

）

 
 
 
 
 
 
と

畜
頭

数
の

う
ち

全
国

値
は

農
林

水
産

省
「

畜
産

物
流

通
統

計
」

（
令

和
7
年

7
月

1
8
日

公
表

）
（

年
度

計
）

 
 
 
 
 
 
と

畜
頭

数
の

う
ち

佐
賀

県
の

値
は

家
畜

改
良

セ
ン

タ
ー

デ
ー

タ
（

年
度

計
）

注
　

と
畜

頭
数

の
う

ち
黒

毛
和

種
の

全
国

値
は

、
「

和
牛

」
の

頭
数

を
採

用
。

区
分

(
年

次
）

と
畜

頭
数

と
畜

頭
数

＊
＊

出
生

頭
数

＊
＊

肉 専 用 種

区
分

(
年

次
）
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【
和

子
牛

価
格

及
び

牛
枝

肉
卸

売
価

格
】

(
単

位
：

円
/
頭

、
円

/
k
g
、

％
）

令
和

元
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

和
子

牛
価

格
全

国
7
6
6
,
0
1
1

6
8
8
,
9
7
6

7
5
5
,
1
5
6

6
6
7
,
8
2
4

5
6
9
,
1
3
4

5
3
8
,
8
5
4

7
0
.
3

佐
賀

7
4
7
,
9
1
8

6
5
4
,
8
7
1

7
5
5
,
8
3
1

6
6
8
,
5
2
8

5
6
6
,
9
0
9

5
3
9
,
9
5
7

7
2
.
2

和
牛

去
勢

A
-
5
価

格
（

大
阪

）
2
,
7
9
4

2
,
5
2
2

2
,
7
6
7

2
,
6
6
4

2
,
5
7
4

2
,
4
9
2

8
9
.
2

和
牛

去
勢

A
-
4
　

　
　

〃
2
,
4
1
7

2
,
0
7
9

2
,
4
5
1

2
,
3
4
0

2
,
1
5
7

2
,
0
8
6

8
6
.
3

乳
牛

去
勢

B
-
3
　

　
　

〃
-

1
,
0
5
8

1
,
1
5
1

1
,
8
8
1

1
,
1
6
5

7
7
5

-

乳
牛

去
勢

B
-
2
　

　
　

〃
1
,
0
9
1

1
,
0
3
3

1
,
0
5
7

1
,
3
3
9

8
2
9

1
,
0
0
4

9
2
.
0

資
料

　
農

畜
産

業
振

興
機

構
H
P
「

畜
産

物
の

需
給

関
係

の
諸

統
計

デ
ー

タ
」

 
　

 
　

大
阪

市
場

の
価

格
に

つ
い

て
は

農
林

水
産

省
「

畜
産

物
流

通
統

計
」

（
令

和
7
年

7
月

1
8
日

公
表

）

（
3
）

肉
専

用
種

枝
肉

格
付

状
況

の
推

移
（

黒
毛

和
種

去
勢

　
4
・

5
率

）

〇
本

県
産

牛
肉

の
格

付
状

況
は

、
5
年

間
で

4
・

5
率

が
7
.
6
ポ

イ
ン

ト
増

加
し

、
9
5
.
4
％

と
な

っ
た

。

(
単

位
：

％
、

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ
）

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

－
R
1
年

　
 
4
　

率
全

国
3
7
.
7

3
6
.
0

3
3
.
4

2
8
.
9

2
7
.
0

2
4
.
4

-
1
3
.
3

佐
賀

3
6
.
0

3
2
.
0

2
8
.
6

2
6
.
4

2
3
.
7

2
3
.
3

-
1
2
.
7

 
　

5
　

率
全

国
4
8
.
8

5
2
.
2

5
6
.
7

6
2
.
7

6
5
.
4

7
0
.
0

2
1
.
2

佐
賀

5
1
.
8

5
9
.
4

6
4
.
0

6
7
.
7

7
0
.
7

7
2
.
0

2
0
.
2

 
 
合

　
計

全
国

8
6
.
6

8
8
.
2

9
0
.
1

9
1
.
6

9
2
.
5

9
4
.
3

7
.
7

佐
賀

8
7
.
8

9
1
.
4

9
2
.
5

9
4
.
1

9
4
.
4

9
5
.
4

7
.
6

資
料

　
(
公

社
)
日

本
食

肉
格

付
協

会
「

牛
枝

肉
格

付
情

報
」

（
4
）

佐
賀

牛
の

出
荷

頭
数

〇
肉

質
の

改
良

や
肥

育
技

術
の

向
上

な
ど

に
よ

り
、

佐
賀

牛
の

発
生

率
は

年
々

向
上

し
て

い
る

。

　
　

　
　

 
　

　
　

(
単

位
：

頭
、

％
、

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ
）

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

/
R
1
年

比

J
A
グ

ル
ー

プ
出

荷
頭

数
1
6
,
3
9
1

1
6
,
2
5
9

1
6
,
0
9
1

1
5
,
9
8
7

1
6
,
8
3
4

1
6
,
6
5
4

1
0
1
.
6

佐
賀

牛
の

出
荷

頭
数

1
1
,
0
9
9

1
2
,
1
1
4

1
2
,
7
4
1

1
3
,
1
1
6

1
4
,
1
2
9

1
4
,
1
9
4

1
2
7
.
9

佐
賀

牛
の

発
生

率
6
7
.
7

7
4
.
5

7
9
.
2

8
2
.
0

8
3
.
9

8
5
.
2

+
1
7
.
5

資
料

　
J
A
グ

ル
ー

プ
佐

賀

区
分

(
年

度
）

区
分

(
年

度
）

区
分

(
年

次
）
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（
5
）

収
益

性
の

動
向

〇
価

格
の

低
迷

や
飼

料
価

格
の

高
騰

等
に

よ
り

、
所

得
は

大
幅

に
減

少
し

て
い

る
。

【
収

益
性

】
(
単

位
：

円
/
頭

、
％

）

3
0
年

度
令

和
元

年
度

2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
R
5
年

-
H
3
0
年

全
国

3
3
6
,
9
9
5

3
2
7
,
9
0
5

2
4
3
,
9
8
1

2
6
0
,
5
5
4

1
0
7
,
4
6
0

△
 
2
4
,
8
1
0

△
 
3
6
1
,
8
0
5

九
州

3
2
4
,
3
6
2

2
9
5
,
7
3
9

1
9
4
,
9
4
9

1
5
7
,
5
9
7

9
3
,
4
3
6

△
 
3
4
,
4
0
6

△
 
3
5
8
,
7
6
8

全
国

5
4
,
0
4
1

7
0
,
9
2
9

△
 
4
9
,
8
1
3

6
6
,
9
4
1

7
,
4
5
1

△
 
8
2
,
5
7
9

△
 
1
3
6
,
6
2
0

九
州

6
,
0
9
7

3
8
,
7
0
7

△
 
8
0
,
5
2
0

6
1
,
7
4
8

△
 
1
0
,
8
0
0

△
 
1
0
3
,
5
7
2

△
 
1
0
9
,
6
6
9

九
州

△
 
1
5
,
7
1
2

3
9
,
3
7
4

△
 
1
0
4
,
9
3
9

△
 
3
9
,
8
6
4

△
 
7
1
,
3
8
5

△
 
6
0
,
8
7
9

△
 
4
5
,
1
6
7

九
州

△
 
1
2
,
1
3
8

△
 
1
1
,
8
4
0

△
 
3
5
,
6
3
5

△
 
7
7
,
9
2
7

△
 
1
4
9
,
9
8
9

9
0
,
3
4
4

1
0
2
,
4
8
2

資
料

　
農

林
水

産
省

「
農

業
経

営
統

計
調

査
　

令
和

5
年

度
畜

産
物

生
産

費
」

（
令

和
7
年

3
月

2
8
日

公
表

）

（
6
）

輸
入

の
動

向

〇
牛

肉
の

輸
入

量
は

約
5
0
万

ト
ン

で
、

5
年

間
で

1
8
.
7
％

減
少

し
た

。

〇
米

国
、

豪
州

産
で

総
輸

入
量

の
約

8
割

を
占

め
て

お
り

、
5
年

間
で

米
国

産
は

2
8
.
0
%
減

少
し

、
豪

州
産

は
1
7
.
0
%
減

少
し

た
。

【
輸

入
量

】
　

　
　

　
 
　

　
　

(
単

位
：

ト
ン

、
％

）

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

/
R
1
年

比

輸
入

量
6
2
2
,
3
6
6

5
9
0
,
9
9
2

5
6
9
,
1
0
7

5
6
2
,
5
0
5

5
0
1
,
8
9
8

5
0
6
,
2
6
0

8
1
.
3

う
ち

ア
メ

リ
カ

2
4
5
,
3
7
7

2
5
2
,
7
0
5

2
2
1
,
9
1
8

2
3
2
,
9
9
4

1
9
1
,
8
0
2

1
7
6
,
5
6
2

7
2
.
0

う
ち

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
2
9
0
,
9
2
6

2
5
5
,
9
0
8

2
2
8
,
1
0
0

2
0
8
,
0
1
6

2
2
1
,
1
8
6

2
4
1
,
5
1
7

8
3
.
0

資
料

　
農

畜
産

業
振

興
機

構
H
P
「

畜
産

物
の

需
給

関
係

の
諸

統
計

デ
ー

タ
」

去
勢

若
齢

肥
育

牛

１
頭

当
た

り
所

得

繁
殖

雌
牛

１
頭

当
た

り

所
得

（
子

牛
生

産
費

）

区
分

(
年

度
）

区
分

(
年

度
）

交
雑

種
肥

育
牛

 
１

頭
当

た
り

所
得

乳
用

雄
肥

育
牛

 
１

頭
当

た
り

所
得
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3
　
酪
農

（
1
）

飼
養

戸
数

及
び

頭
数

〇
本

県
酪

農
の

飼
養

戸
数

は
2
8
戸

で
、

5
年

間
で

3
1
.
7
％

減
少

し
、

飼
養

頭
数

は
1
,
7
4
0
頭

で
、

5
年

間
で

2
2
.
3
％

減
少

し
た

。

〇
農

家
１

戸
当

た
り

経
産

牛
飼

養
頭

数
は

5
1
.
4
頭

/
戸

で
、

5
年

間
で

1
9
.
8
％

増
加

し
た

。

【
飼

養
戸

数
及

び
頭

数
等

】
(
単

位
：

戸
、

頭
、

頭
/
戸

、
k
g
/
頭

、
％

）

令
和

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

7
年

R
7
年

/
R
2
年

比

飼
養

戸
数

全
国

1
4
,
4
0
0

1
3
,
8
0
0

1
3
,
3
0
0

1
2
,
6
0
0

1
1
,
9
0
0

1
1
,
3
0
0

7
8
.
5

都
府

県
8
,
5
2
0

8
,
1
2
0

7
,
7
4
0

7
,
2
4
0

6
,
7
3
0

6
,
3
5
0

7
4
.
5

佐
賀

4
1

4
0

3
9

3
4

3
2

2
8

6
8
.
3

飼
養

頭
数

全
国

1
,
3
5
2
,
0
0
0

1
,
3
5
6
,
0
0
0

1
,
3
7
1
,
0
0
0

1
,
3
5
6
,
0
0
0

1
,
3
1
3
,
0
0
0

1
,
2
9
3
,
0
0
0

9
5
.
6

都
府

県
5
3
1
,
4
0
0

5
2
5
,
9
0
0

5
2
5
,
1
0
0

5
1
3
,
0
0
0

4
9
1
,
2
0
0

4
7
6
,
2
0
0

8
9
.
6

佐
賀

2
,
2
4
0

2
,
1
1
0

2
,
1
4
0

1
,
9
7
0

1
,
8
3
0

1
,
7
4
0

7
7
.
7

経
産

牛
飼

養
頭

数
全

国
8
3
8
,
9
0
0

8
4
9
,
3
0
0

8
6
1
,
7
0
0

8
3
6
,
6
0
0

8
2
6
,
2
0
0

8
2
0
,
1
0
0

9
7
.
8

都
府

県
3
7
9
,
1
0
0

3
7
9
,
0
0
0

3
8
0
,
8
0
0

3
6
6
,
6
0
0

3
5
8
,
2
0
0

3
4
9
,
7
0
0

9
2
.
2

佐
賀

1
,
7
6
0

1
,
6
4
0

1
,
6
5
0

1
,
5
4
0

1
,
4
4
0

1
,
4
4
0

8
1
.
8

未
経

産
牛

飼
養

頭
数

全
国

4
5
2
,
0
0
0

4
4
5
,
8
0
0

4
4
7
,
2
0
0

4
5
9
,
3
0
0

4
2
3
,
0
0
0

4
1
1
,
6
0
0

9
1
.
1

都
府

県
1
2
6
,
5
0
0

1
2
0
,
6
0
0

1
1
7
,
2
0
0

1
2
0
,
0
0
0

1
0
5
,
7
0
0

1
0
0
,
0
0
0

7
9
.
1

（
2
歳

未
満

）
佐

賀
3
8
0

3
6
0

3
9
0

3
4
0

2
8
0

2
4
0

6
3
.
2

全
国

5
8
.
3

6
1
.
5

6
4
.
8

6
6
.
4

6
9
.
4

7
2
.
6

1
2
4
.
6

都
府

県
4
4
.
5

4
6
.
7

4
9
.
2

5
0
.
6

5
3
.
2

5
5
.
1

1
2
3
.
8

佐
賀

4
2
.
9

4
1
.
0

4
2
.
3

4
5
.
3

4
5
.
0

5
1
.
4

1
1
9
.
8

全
国

（
注
）

8
,
8
0
6

8
,
9
3
8

8
,
9
4
1

8
,
8
0
9

8
,
9
3
8

-
-

都
府

県
8
,
6
4
0

8
,
7
7
9

8
,
9
0
1

8
,
6
9
0

8
,
8
2
7

-
-

佐
賀

（
注
）

8
,
4
3
9

8
,
5
3
9

8
,
5
1
2

7
,
9
6
9

8
,
0
2
3

-
-

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
統

計
」

（
令

和
7
年

2
月

1
日

現
在

、
令

和
7
年

7
月

2
5
日

公
表

）

 
 
 
 
 
 
農

林
水

産
省

「
牛

乳
乳

製
品

統
計

」
（

令
和

5
年

7
月

2
6
日

公
表

）

注
　

「
経

産
牛

１
頭

当
た

り
搾

乳
量

」
（

全
国

令
和

6
年

）
：

生
乳

生
産

量
/
｛

（
当

年
＋

次
年

の
経

産
牛

飼
養

頭
数

）
/
2
｝

*
1
,
0
0
0

注
　

「
経

産
牛

１
頭

当
た

り
搾

乳
量

」
（

佐
賀

）
：

　
　

 
　

生
乳

生
産

量
/
｛

（
当

年
＋

次
年

の
経

産
牛

飼
養

頭
数

）
/
2
｝

*
1
,
0
0
0

１
戸

当
た

り
経

産
牛

飼
養

頭
数

経
産

牛
１

頭
当

た
り

搾
乳

量

区
分

(
年

次
）

62



（
2
）

生
産

及
び

価
格

の
動

向

〇
県

プ
ー

ル
乳

価
は

1
2
8
円

/
k
g
で

、
5
年

間
で

1
7
.
4
％

増
加

し
た

。

【
生

乳
生

産
量

及
び

乳
製

品
等

の
価

格
】

(
単

位
：

t
、

円
/
k
g
、

円
/
2
5
k
g
、

％
）

令
和

元
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

生
乳

生
産

量
全

国
7
,
3
1
3
,
5
3
0

7
,
4
3
8
,
2
1
8

7
,
5
9
2
,
0
6
1

7
,
6
1
7
,
4
7
3

7
,
2
9
8
,
9
3
3

7
,
3
5
7
,
4
5
1

1
0
0
.
6

都
府

県
3
,
2
6
5
,
3
3
3

3
,
2
8
4
,
5
0
4

3
,
3
2
6
,
4
6
1

3
,
3
0
8
,
1
9
8

3
,
1
5
1
,
9
5
2

3
,
1
2
4
,
4
0
1

9
5
.
7

佐
賀

1
4
,
3
3
6

1
4
,
3
4
6

1
4
,
0
4
6

1
3
,
5
7
6

1
1
,
8
7
4

1
1
,
5
5
3

8
0
.
6

原
料

用
バ

タ
ー

価
格

1
,
3
8
5

1
,
4
0
7

1
,
3
8
8

1
,
3
7
2

1
,
5
3
7

1
,
6
2
0

1
1
7
.
0

脱
脂

粉
乳

価
格

（
2
5
k
g
）

1
7
,
8
7
3

1
7
,
6
9
8

1
7
,
5
9
8

1
7
,
5
8
0

1
9
,
5
1
1

1
9
,
6
1
1

1
0
9
.
7

佐
賀

県
プ

ー
ル

乳
価

1
0
9

1
1
0

1
1
0

1
1
2

1
2
4

1
2
8

1
1
7
.
4

資
料

　
農

林
水

産
省

「
牛

乳
乳

製
品

統
計

」
（

令
和

7
年

7
月

2
8
日

公
表

）

　
　

　
　

　
　

　
　

「
大

口
需

要
者

向
け

の
価

格
動

向
」

（
令

和
7
年

5
月

2
6
日

公
表

）

　
　

　
Ｊ

Ａ
グ

ル
ー

プ
佐

賀
デ

ー
タ

（
佐

賀
県

プ
ー

ル
乳

価
）

注
　

バ
タ

ー
及

び
脱

脂
粉

乳
価

格
は

年
度

平
均

　
　

都
府

県
の

生
乳

生
産

量
は

、
全

国
値

か
ら

北
海

道
値

を
差

し
引

い
た

値

　
　

佐
賀

県
プ

ー
ル

乳
価

は
令

和
元

年
度

か
ら

算
出

方
法

変
更

（
3
）

収
益

性

〇
搾

乳
牛

１
頭

当
た

り
の

所
得

は
2
5
2
,
9
8
7
円

で
、

5
年

間
で

1
7
.
5
％

減
少

し
た

。

【
収

益
性

】
　

　
　

　
 
　

　
　

(
単

位
：

円
/
頭

、
％

）

3
0
年

度
令

和
元

年
度

2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
R
5
年

/
H
3
0
年

比

全
国

2
9
1
,
2
2
5

2
7
8
,
4
7
9

2
6
1
,
9
9
4

2
1
1
,
1
3
6

1
0
6
,
5
4
6

1
5
1
,
1
4
6

5
1
.
9

九
州

3
0
6
,
5
9
3

2
7
0
,
0
4
6

3
0
3
,
3
1
4

3
1
0
,
5
8
4

2
3
8
,
8
9
5

2
5
2
,
9
8
7

8
2
.
5

資
料

　
農

林
水

産
省

「
農

業
経

営
統

計
調

査
　

令
和

5
年

度
畜

産
物

生
産

費
」

（
令

和
7
年

3
月

2
8
日

公
表

）

区
分

 
(
年

次
）

区
分

 
(
年

度
）

搾
乳

牛
通

年
換

算
１

頭
当

た
り

所
得
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4
　
養
豚

（
1
）

飼
養

戸
数

及
び

頭
数

の
動

向

〇
本

県
養

豚
の

飼
養

戸
数

は
2
8
戸

で
、

5
年

間
で

3
4
.
9
％

減
少

し
、

飼
養

頭
数

は
6
9
,
5
0
0
頭

で
、

5
年

間
で

1
4
.
8
％

減
少

し
た

。

〇
農

家
１

戸
当

た
り

飼
養

頭
数

は
2
,
4
8
2
頭

/
戸

で
、

5
年

間
で

3
0
.
8
％

増
加

し
た

。

【
飼

養
戸

数
及

び
頭

数
】

(
単

位
：

戸
、

頭
、

頭
/
戸

、
％

）

令
和

元
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

飼
養

戸
数

全
国

4
,
3
2
0

3
,
8
5
0

3
,
5
9
0

3
,
3
7
0

3
,
1
3
0

7
2
.
5

佐
賀

4
3

3
5

3
4

3
1

2
8

6
5
.
1

飼
養

頭
数

全
国

9
,
1
5
6
,
0
0
0

9
,
2
9
0
,
0
0
0

8
,
9
4
9
,
0
0
0

8
,
9
5
6
,
0
0
0

8
,
7
9
8
,
0
0
0

9
6
.
1

佐
賀

8
1
,
6
0
0

8
2
,
9
0
0

8
2
,
6
0
0

8
5
,
4
0
0

6
9
,
5
0
0

8
5
.
2

 
子

取
り

用
め

す
豚

全
国

8
5
3
,
1
0
0

8
2
3
,
2
0
0

7
8
9
,
1
0
0

7
9
1
,
8
0
0

7
5
8
,
3
0
0

8
8
.
9

頭
数

佐
賀

7
,
3
9
0

7
,
1
6
0

6
,
6
6
0

6
,
4
7
0

6
,
1
0
0

8
2
.
5

１
戸

当
た

り
飼

養
全

国
2
,
1
1
9

2
,
4
1
3

2
,
4
9
3

2
,
6
5
8

2
,
8
1
1

1
3
2
.
7

頭
数

佐
賀

1
,
8
9
8

2
,
3
6
9

2
,
4
2
9

2
,
7
5
5

2
,
4
8
2

1
3
0
.
8

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
統

計
」

（
令

和
6
年

2
月

1
日

現
在

、
令

和
6
年

7
月

9
日

公
表

）

注
　

令
和

2
年

及
び

令
和

7
年

は
農

林
業

セ
ン

サ
ス

実
施

年
の

た
め

調
査

は
休

止
し

て
い

る
。

（
2
）

生
産

及
び

価
格

の
動

向

〇
本

県
の

肉
豚

と
畜

頭
数

は
9
7
,
3
9
9
頭

で
、

5
年

間
で

7
.
2
％

減
少

し
た

。

〇
卸

売
価

格
は

6
5
3
円

/
㎏

で
、

5
年

間
で

2
4
.
4
％

増
加

し
た

。

【
と

畜
頭

数
及

び
枝

肉
価

格
】

　
　

(
単

位
：

頭
、

円
/
k
g
、

％
）

令
和

元
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

と
畜

頭
数

全
国

1
6
,
3
1
8
,
5
5
2

1
6
,
6
8
9
,
6
3
8

1
6
,
8
3
5
,
7
0
9

1
6
,
5
7
7
,
1
3
3

1
6
,
4
0
6
,
9
8
1

1
6
,
2
5
9
,
3
9
5

9
9
.
6

佐
賀

1
0
4
,
9
2
1

1
0
4
,
8
2
8

1
0
3
,
5
2
6

9
9
,
7
9
5

9
9
,
6
4
3

9
7
,
3
9
9

9
2
.
8

卸
売

価
格

（
東

京
市

場
・

極
上

・
上

）
5
2
5

5
6
5

5
4
7

5
8
9

6
0
8

6
5
3

1
2
4
.
4

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
物

流
通

統
計

」
（

令
和

7
年

7
月

1
8
日

公
表

）

区
分

(
年

次
）

区
分

(
年

次
）
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（
3
）

豚
肉

の
上

物
率

（
格

付
「

極
上

」
と

「
上

」
の

割
合

）
（

単
位

：
％

、
ポ

イ
ン

ト
)

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

-
R
1
年

6
5
.
0

6
1
.
3

6
0
.
8

6
0
.
7

6
2
.
8

6
7
.
3

2
.
3

資
料

　
Ｊ

Ａ
グ

ル
ー

プ
佐

賀
デ

ー
タ

（
4
）

収
益

性
の

動
向

〇
肥

育
豚

１
頭

当
た

り
の

所
得

は
1
,
6
2
9
円

で
、

飼
料

価
格

高
騰

等
の

影
響

に
よ

り
減

少
し

た
。

【
収

益
性

】
(
単

位
：

円
/
頭

、
％

）

3
0
年

度
令

和
元

年
度

2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
R
5
年

/
H
3
0
年

比

全
国

7
,
5
0
4

7
,
5
9
6

9
,
7
1
2

4
,
5
3
3

1
,
1
6
0

1
,
8
0
7

2
4
.
1

九
州

8
,
4
7
7

7
,
5
9
2

1
0
,
3
0
2

4
,
9
9
3

1
,
0
8
0

1
,
6
2
9

1
9
.
2

資
料

　
農

林
水

産
省

「
農

業
経

営
統

計
調

査
　

令
和

5
年

度
畜

産
物

生
産

費
」

（
令

和
7年

3
月

2
8
日

公
表

）

（
5
）

輸
入

の
動

向

〇
豚

肉
の

輸
入

量
は

約
9
8
万

ト
ン

で
、

5
年

間
で

3
.
2
％

増
加

し
た

。

【
輸

入
量

】
　

　
　

　
 
　

　
　

(
単

位
：

ト
ン

、
％

）

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

/
R
1
年

比

輸
入

量
9
5
3
,
1
1
2

8
8
3
,
9
8
5

9
2
8
,
9
9
4

9
6
5
,
1
4
6

9
1
4
,
5
1
2

9
8
3
,
2
7
6

1
0
3
.
2

う
ち

ア
メ

リ
カ

2
5
1
,
1
9
6

2
5
0
,
2
6
5

2
4
9
,
0
7
8

2
2
6
,
7
1
2

2
2
4
,
7
4
5

2
1
9
,
7
8
9

8
7
.
5

う
ち

カ
ナ

ダ
2
3
6
,
2
5
5

2
3
5
,
4
3
0

2
2
6
,
2
1
3

2
0
8
,
3
7
6

2
2
1
,
0
5
2

2
4
3
,
4
8
6

1
0
3
.
1

う
ち

ス
ペ

イ
ン

1
2
2
,
8
1
2

9
8
,
9
9
5

1
3
6
,
2
3
3

1
8
9
,
5
0
2

1
6
4
,
1
3
8

1
7
8
,
3
7
0

1
4
5
.
2

う
ち

デ
ン

マ
ー

ク
1
0
2
,
4
8
9

7
4
,
2
6
9

8
1
,
3
6
7

8
4
,
6
1
2

5
5
,
6
3
3

5
4
,
7
6
7

5
3
.
4

資
料

　
農

畜
産

業
振

興
機

構
H
P
「

畜
産

物
の

需
給

関
係

の
諸

統
計

デ
ー

タ
」

区
分

(
年

度
）

区
分

(
年

度
）

肥
育

豚
１

頭
当

た
り

所
得

肉
豚

上
物

率

区
分

(
年

度
）
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5
　
採
卵
鶏

（
1
）

飼
養

戸
数

及
び

羽
数

の
動

向

〇
本

県
採

卵
鶏

の
飼

養
戸

数
は

2
4
戸

で
、

5
年

間
で

2
0
.
0
％

減
少

し
、

飼
養

羽
数

は
2
5
1
千

羽
で

、
5
年

間
で

4
8
.
1
％

減
少

し
た

。

〇
農

家
１

戸
当

た
り

飼
養

羽
数

は
1
0
.
5
千

羽
/
戸

で
、

5
年

間
で

3
4
.
8
％

減
少

し
た

。

【
飼

養
戸

数
及

び
飼

養
羽

数
】

(
単

位
：

戸
、

千
羽

、
千

羽
/
戸

、
％

）

令
和

元
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

飼
養

戸
数

全
国

2
,
1
2
0

1
,
9
6
0

1
,
8
8
0

1
,
7
6
0

1
,
7
0
0

8
0
.
2

佐
賀

3
0

2
6

2
4

2
4

2
4

8
0
.
0

飼
養

羽
数

全
国

1
8
2
,
3
6
8

1
8
3
,
3
7
3

1
8
2
,
6
6
1

1
7
2
,
2
6
5

1
6
8
,
5
9
9

9
2
.
4

佐
賀

4
8
4

3
1
9

2
6
7

2
0
0

2
5
1

5
1
.
9

成
鶏

め
す

飼
養

羽
数

全
国

1
4
1
,
7
9
2

1
4
0
,
6
9
7

1
3
7
,
2
9
1

1
2
8
,
5
7
9

1
2
9
,
7
2
9

9
1
.
5

佐
賀

3
6
3

2
8
3

2
3
0

1
8
4

2
3
3

6
4
.
2

全
国

8
6
.
0

9
3
.
6

9
7
.
2

9
7
.
9

9
9
.
2

1
1
5
.
3

佐
賀

1
6
.
1

1
2
.
3

1
1
.
1

8
.
3

1
0
.
5

6
5
.
2

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
統

計
」

（
令

和
6
年

2
月

1
日

現
在

、
令

和
6
年

7
月

9
日

公
表

）

注
　

戸
数

及
び

羽
数

は
種

鶏
を

除
く

　
　

令
和

2
年

及
び

令
和

7
年

は
農

林
業

セ
ン

サ
ス

実
施

年
の

た
め

調
査

は
休

止
し

て
い

る
。

（
2
）

生
産

及
び

価
格

の
動

向

〇
本

県
の

鶏
卵

生
産

量
は

3
,
5
0
1
ト

ン
で

、
5
年

間
で

5
0
.
5
％

減
少

し
た

。

【
出

荷
量

及
び

価
格

】
 
　

　
　

 
(
単

位
：

ト
ン

、
円

/
k
g
、

％
）

令
和

元
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

生
産

量
全

国
2
,
6
3
9
,
7
3
3

2
,
6
3
2
,
8
8
2

2
,
5
7
4
,
2
5
5

2
,
5
8
5
,
9
8
7

2
,
4
2
6
,
9
4
0

2
,
4
8
0
,
6
6
3

9
4
.
0

佐
賀

7
,
0
6
9

6
,
2
9
0

5
,
4
1
5

4
,
7
6
8

4
,
9
1
4

3
,
5
0
1

4
9
.
5

 
卸

売
価

格
(
東

京
・

全
農

M
・

税
抜

)
1
8
2

1
7
0

2
1
5

2
5
1

2
7
6

2
5
4

1
3
9
.
6

資
料

　
農

林
水

産
省

「
鶏

卵
流

通
統

計
」

（
令

和
7
年

7
月

1
8
日

公
表

）

　
　

　
農

畜
産

業
振

興
機

構
H
P
「

畜
産

物
の

需
給

関
係

の
諸

統
計

デ
ー

タ
」

注
　

卸
売

価
格

に
つ

い
て

は
「

年
度

平
均

」
。

１
戸

当
た

り
飼

養
羽

数

区
分

(
年

次
）

区
分

(
年

次
）
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6
　
ブ
ロ
イ
ラ
ー

（
1
）

飼
養

戸
数

及
び

羽
数

の
動

向

〇
本

県
ブ

ロ
イ

ラ
ー

の
飼

養
戸

数
は

6
2
戸

で
、

5
年

間
で

8
.
8
％

減
少

し
、

飼
養

羽
数

は
3
,
9
2
9
千

羽
で

、
0
.
2
％

減
少

し
た

。

〇
農

家
１

戸
当

た
り

飼
養

羽
数

は
6
3
.
4
千

羽
/
戸

で
、

5
年

間
で

9
.
5
％

増
加

し
た

。

【
飼

養
戸

数
及

び
飼

養
羽

数
】

(
単

位
：

戸
、

千
羽

、
千

羽
/
戸

、
％

）

令
和

元
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

飼
養

戸
数

全
国

2
,
2
5
0

2
,
1
6
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
0
5
0

9
1
.
1

佐
賀

6
8

6
4

6
3

6
2

6
2

9
1
.
2

飼
養

羽
数

全
国

1
3
8
,
2
2
8

1
3
9
,
6
5
8

1
3
9
,
2
3
0

1
4
1
,
4
6
3

1
4
4
,
8
5
9

1
0
4
.
8

佐
賀

3
,
9
3
5

3
,
7
5
1

3
,
6
3
7

3
,
9
4
9

3
,
9
2
9

9
9
.
8

全
国

6
1
.
4

6
4
.
7

6
6
.
3

6
7
.
4

7
0
.
7

1
1
5
.
1

佐
賀

5
7
.
9

5
8
.
6

5
7
.
7

6
3
.
7

6
3
.
4

1
0
9
.
5

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
統

計
」

（
令

和
6
年

2
月

1
日

現
在

、
令

和
6
年

7
月

9
日

公
表

）

注
　

令
和

2
年

及
び

令
和

7
年

は
農

林
業

セ
ン

サ
ス

実
施

年
の

た
め

調
査

は
休

止
し

て
い

る
。

（
2
）

生
産

及
び

価
格

の
動

向

〇
本

県
の

ブ
ロ

イ
ラ

ー
出

荷
羽

数
は

1
7
,
3
6
6
千

羽
で

、
5
年

間
で

0
.
7
％

増
加

し
た

。

【
出

荷
戸

数
・

羽
数

及
び

価
格

】
(
単

位
：

千
羽

、
円

/
k
g
、

％
）

令
和

元
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

出
荷

羽
数

全
国

6
9
5
,
3
3
5

7
1
3
,
7
8
2

7
1
9
,
2
5
9

7
2
0
,
8
7
8

7
3
1
,
8
4
7

1
0
5
.
3

佐
賀

1
7
,
2
4
9

1
7
,
2
9
2

1
6
,
4
4
0

1
7
,
8
6
3

1
7
,
3
6
6

1
0
0
.
7

卸
売

価
格

（
東

京
市

場
・

も
も

)
5
9
3

6
3
6

7
1
3

7
2
0

6
9
0

1
1
6
.
4

資
料

　
農

林
水

産
省

「
畜

産
統

計
」

（
令

和
6
年

2
月

1
日

現
在

、
令

和
6
年

7
月

9
日

公
表

）

　
 
 
　

令
和

2
年

及
び

令
和

7
年

は
農

林
業

セ
ン

サ
ス

実
施

年
の

た
め

調
査

は
休

止
し

て
い

る
。

　
　

　
農

畜
産

業
振

興
機

構
H
P
「

畜
産

物
の

需
給

関
係

の
諸

統
計

デ
ー

タ
」

注
　

卸
売

価
格

に
つ

い
て

は
「

年
度

平
均

」
。

１
戸

当
た

り
飼

養
羽

数

区
分

(
年

次
）

区
分

(
年

次
）
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（
3
）

輸
入

の
動

向

〇
ブ

ロ
イ

ラ
ー

の
輸

入
量

は
約

6
1
万

ト
ン

で
、

5
年

間
で

8
.
2
％

増
加

し
た

。

○
ブ

ラ
ジ

ル
、

タ
イ

産
で

総
輸

入
量

の
9
8
.
5
％

を
占

め
て

お
り

、
5
年

間
で

タ
イ

産
が

大
幅

に
増

加
し

て
い

る
。

【
輸

入
量

】
　

　
　

　
 
　

　
　

(
単

位
：

ト
ン

、
％

）

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

/
R
1
年

比

輸
入

量
5
7
2
,
1
1
8

5
5
2
,
8
3
2

5
9
4
,
2
2
3

5
6
5
,
0
4
3

6
0
8
,
5
6
9

6
1
8
,
7
5
4

1
0
8
.
2

う
ち

中
国

8
－

－
－

－
－

－

う
ち

ア
メ

リ
カ

1
6
,
0
6
1

1
2
,
3
2
3

1
5
,
9
0
8

1
0
,
9
9
4

1
2
,
3
2
1

8
,
5
6
7

5
3
.
3

う
ち

タ
イ

1
2
7
,
9
7
8

1
3
3
,
3
6
2

1
3
5
,
3
3
5

1
4
0
,
4
1
3

1
7
3
,
0
2
6

1
8
0
,
1
5
1

1
4
0
.
8

う
ち

ブ
ラ

ジ
ル

4
2
4
,
4
7
9

4
0
4
,
6
4
7

4
4
0
,
4
5
8

4
1
1
,
6
4
1

4
2
2
,
5
1
7

4
2
9
,
3
8
3

1
0
1
.
2

資
料

　
農

畜
産

業
振

興
機

構
H
P
「

畜
産

物
の

需
給

関
係

の
諸

統
計

デ
ー

タ
」

区
分

(
年

度
）
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7
　
飼
料
　

〇
飼

料
作

物
の

作
付

面
積

は
4
,
4
2
0
h
a
で

、
年

々
増

加
し

て
い

る
。

【
飼

料
作

物
作

付
面

積
】

(
単

位
：

h
a
、

％
）

令
和

元
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

R
6
年

/
R
1
年

比

全
国

9
6
1
,
6
0
0

9
5
5
,
7
0
0

1
,
0
0
1
,
0
0
0

1
,
0
2
6
,
0
0
0

1
,
0
1
8
,
0
0
0

9
7
5
,
5
0
0

1
0
1
.
4

佐
賀

3
,
3
8
0

3
,
4
6
0

3
,
7
8
0

4
,
1
8
0

4
,
4
2
0

－
－

資
料

　
農

林
水

産
省

「
作

物
統

計
　

作
況

調
査

」
（

令
和

7
年

3
月

7
日

公
表

）

　
 
 
　

令
和

6
年

は
主

産
県

を
調

査
の

範
囲

と
し

て
お

り
佐

賀
県

の
面

積
は

調
査

さ
れ

て
い

な
い

。

　
　

　
令

和
6
年

の
全

国
面

積
は

、
令

和
５

年
産

の
調

査
結

果
を

基
に

推
計

し
た

も
の

。

〇
配

合
飼

料
価

格
は

、
9
5
,
1
9
1
円

/
ト

ン
で

、
5
年

間
で

4
2
.
6
％

増
加

し
た

。

【
配

合
飼

料
価

格
】

(
単

位
：

円
/
ト

ン
、

％
）

令
和

元
年

度
2
年

度
3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
R
6
年

/
R
1
年

比

6
6
,
7
6
9

6
7
,
5
5
6

8
0
,
4
8
5

9
7
,
5
4
4

9
7
,
5
3
1

9
5
,
1
9
1

1
4
2
.
6

資
料

　
農

林
水

産
省

生
産

局
畜

産
部

飼
料

課
編

　
公

益
社

団
法

人
配

合
飼

料
供

給
安

定
機

構
発

行
「

飼
料

月
報

」
（

令
和

7
年

8
月

2
8
日

公
表

）

8
　
畜
産
環
境
保
全

〇
家

畜
排

せ
つ

物
法

適
用

農
家

は
、

平
成

1
7
年

か
ら

全
戸

適
正

な
処

理
を

実
施

し
て

い
る

。

【
県

内
家

畜
ふ

ん
尿

適
正

処
理

戸
数

（
法

適
用

農
家

）
】

(
単

位
：

戸
、

％
）

2
9
年

度
3
0
年

度
令

和
元

年
度

3
年

度
4
年

度
5
年

度
R
5
年

/
H
2
9
年

比

畜
産

農
家

戸
数

6
9
0

6
1
1

6
0
9

6
1
4

5
9
5

5
7
7

8
3
.
6

適
正

処
理

戸
数

6
9
0

6
1
1

6
0
9

6
1
4

5
9
5

5
7
7

8
3
.
6

適
正

処
理

割
合

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

－

資
料

　
「

家
畜

保
健

衛
生

所
調

査
」

及
び

「
家

畜
排

せ
つ

物
法

施
行

状
況

等
調

査
」

注
　

令
和

2
年

度
及

び
令

和
6
年

度
は

調
査

し
て

い
な

い
。

区
分

(
年

次
）

区
分

(
年

度
）

区
分

(
年

度
）

配
合

飼
料

価
格

（
工

場
渡

し
価

格
）

飼
料

作
物

作
付

面
積
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〇
令
和

８
年

１
～

３
月

期
の

配
合
飼

料
供

給
価

格
に

つ
い

て
は
、

飼
料

情
勢

・
外

国
為

替
情
勢

等
を

踏
ま

え
、

令
和

７
年

1
0
～
1
2
月
期

に
対

し
、

全
国
全

畜
種

総
平

均
ト

ン
当

り
約

4
,
2
00

円

値
上
げ

す
る

こ
と

を
決

定
し

ま
し
た

。
 

〇
と

う
も

ろ
こ

し
の

シ
カ

ゴ
定

期
は

、
米

国
産

地
で

生
育

に
適

し
た

天
候

が
続

い
た

こ
と

な
ど

か
ら

８
月

中
旬

に
は

3
8
0
セ

ン
ト

/
ブ

ッ
シ

ェ
ル

台
で

推
移

し
て

い
ま

し
た

が
、

生
育

後
期

の
高

温
乾

燥
に

よ
る

単
収

の
低

下
懸

念
や

、
米

国
産

と
う

も
ろ

こ
し

の
輸

出
需

要
が

好
調

で
あ

る
こ

と
な

ど
か

ら
上

昇
し

、
現

在
は

4
4
0
セ

ン
ト

/
ブ

ッ
シ

ェ
ル

台
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

 

〇
大

豆
粕

の
シ

カ
ゴ

定
期

は
、

８
月

中
旬

に
は

3
1
0
ド

ル
/
ト

ン
台

で
推

移
し

て
い

ま
し

た
が

、
米

中
貿

易
協

議
が

難
航

す
る

中
、

米
国

産
大

豆
の

輸
出

需
要

が
低

迷
す

る
と

の
見

方
な

ど
か

ら
９

月
下

旬

に
は

2
9
0
ド

ル
/
ト

ン
台

ま
で

下
落

し
ま

し
た

。
そ

の
後

、
1
0
月

上
旬

に
は

中
国

に
よ

る
米

国
産

大
豆

の
購

買
に

向
け

た
貿

易
協

議
が

進
展

す
る

と
の

期
待

な
ど

か
ら

相
場

は
反

転
し

、
さ

ら
に

1
0
月

3
0
日

の
米

中
首

脳
会

談
に

お
い

て
実

際
に

米
国

産
大

豆
の

購
買

合
意

が
発

表
さ

れ
た

こ
と

な
ど

か
ら

、
現

在
は

3
4
0
ド

ル
/
ト

ン
前

後
で

推
移

し
て

い
ま

す
 

○
米

国
ガ

ル
フ

・
日

本
間

の
パ

ナ
マ

ッ
ク

ス
型

海
上

運
賃

は
、

８
月

中
旬

に
は

5
3
ド

ル
/
ト

ン
前

後
で

推
移

し
て

い
ま

し
た

が
、

航
海

日
数

の
長

い
中

国
向

け
の

南
米

産
大

豆
の

輸
出

が
継

続
し

船
腹

需

給
が

引
き

締
ま

っ
た

こ
と

な
ど

か
ら

、
９

月
中

旬
に

は
一

時
6
0
ド

ル
/
ト

ン
台

ま
で

上
昇

し
ま

し
た

。
そ

の
後

、
中

国
向

け
南

米
産

大
豆

の
輸

送
需

要
が

一
服

し
た

こ
と

な
ど

か
ら

相
場

は
下

落
し

、

現
在

は
5
2
ド

ル
/
ト

ン
前

後
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

 

○
外

国
為

替
は

、
８

月
中

旬
に

は
1
4
8
円

前
後

で
推

移
し

て
い

ま
し

た
が

、
1
0
月

に
日

本
で

新
政

権
が

誕
生

し
た

こ
と

な
ど

を
受

け
て

日
銀

に
よ

る
政

策
金

利
の

早
期

利
上

げ
観

測
が

後
退

し
た

こ
と

や
、

1
1
月

中
旬

に
は

米
国

で
イ

ン
フ

レ
に

対
す

る
警

戒
感

か
ら

利
下

げ
に

慎
重

な
姿

勢
が

示
さ

れ
た

こ
と

な
ど

に
よ

り
円

安
が

進
み

、
現

在
は

1
5
5
円

前
後

で
推

移
し

て
い

ま
す

。
 

（
１
ブ

ッ
シ

ェ
ル

＝
２

５
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４
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）
（

Ｊ
Ａ

全
農

ニ
ュ

ー
ス

よ
り
）

 

配
合

飼
料

価
格

の
推

移
に

つ
い

て
(佐

賀
県
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作

成
：
令

和
８

年
３

月
１

９
日

配
合

飼
料

価
格

　 上
下

幅

農
家

負
担

額
（

推
計

）

上
下

幅

補
て

ん
額

R
3
年

1
～

3
月

 
4
～

6
月

 
7
～

9
月

 
1
0
～

1
2
月

R
4
年

1
～

3
月

4
～

6
月

 
7
～

9
月

1
0
～

1
2
月

R
5
年

1
～

3
月

4
～

6
月

 
7
～

9
月

1
0
～

1
2
月

R
6
年

1
～

3
月

4
～

6
月

 
7
～

9
月

1
0
～

1
2
月

R
7
年

1
～

3
月

4
～

6
月

7
～

9
月

7
0
,8

5
9

7
6
,5

5
8

8
1
,6

7
4

8
0
,4

2
3

8
3
,3

0
2

8
8
,5

9
9

1
0
0
,2

7
0

1
0
1
,0

9
2

1
0
0
,2

7
6

9
9
,1

3
5

9
7
,6

2
3

9
5
,4

4
1

9
8
,0

7
4

9
4
,5

6
9

9
6
,7

8
6

9
3
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4
3

9
6
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7
8

9
6
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4
6

9
4
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8
2

3
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7
2

5
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9
9

5
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1
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△
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5
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9
7

1
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7
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8
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△
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△
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△
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△
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8
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9
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9
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9
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4
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0
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1
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0
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0
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9
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5
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7
,0

5
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5
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5
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1
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5
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0
0

0
0

0
0
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9
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7
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7
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7
4
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7
6
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7
4
3
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6
9
1
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6
5
2
,4

47

5
4
8
,8
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6
5
8
,3
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6
1
5
,6

39

5
4
6
,8

19

4
8
3
,4

31

5
1
2
,2

22

5
7
0
,0

21

6
0
6
,4

73

5
0
4
,4

13

4
6
1
,5

97

4
9
8
,2

26

6
2
7
,3

73

6
7
0
,5

42

6
8
7
,9

48

6
1
6
,7

79

6
6
4
,0

79 6
4
4
,6

356
7
8
,2

23

7
5
8
,3

89

7
6
4
,7

23

8
0
1
,2

90

8
6
7
,1

35

20
0,

0
00

30
0,

0
00

40
0,

0
00

50
0,

0
00

60
0,

0
00

70
0,

0
00

80
0,

0
00

90
0,

0
00

4 月
6 月

8 月
1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月
4 月

6 月
8 月

1 0 月

1 2 月

2 月

平
均

価
格

黒
毛

和
種

子
牛

の
平

均
価

格
の

推
移

（
佐

賀
中

央
家

畜
市

場
）

黒
毛

和
種

子
牛

の
１

頭
当

た
り

平
均

価
格

保
証

基
準

価
格

（
円

／
頭

）

肉
用

子
牛

生
産

者
補

給
金

制
度

に

お
け

る
保

証
基

準
価

格

Ｈ
2
5
.4

～
3
2
0
,0

0
0
円

Ｈ
2
6
.4

～
3
2
9
,0

0
0
円

Ｈ
2
7
.4

～
3
3
2
,0

0
0
円

H
2
8
.4

～
3
3
7
,0

0
0
円

H
2
9
.4

～
3
3
9
,0

0
0
円

H
3
0
.4

～
3
4
1
,0

0
0
円

H
3
0
.1

2
.3

0
～

5
3
1
,0

0
0
円

R
1
.1

0
.1

～
5
4
1
,0

0
0
円

R
5
.4

～
5
5
6
,0

0
0
円

R
6
.4

～
5
6
4
,0

0
0
円

R7
.4

～
57

4,
00

0円 ２ ６ 年 １ ２ 月 ～ ２ ７ 年 １ 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

平
成

2
9
年

度

２ ８ 年 １ １ 月 ～ ２ ９ 年 ３ 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

Ｒ ２ 年 ３ 月 ～ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大

３ ０ 年 １ ２ 月 Ｔ Ｐ Ｐ １ １ 発 効

３ １ 年 ２ 月 日 欧 Ｅ Ｐ Ａ 発 効

Ｒ ２ 年 １ 月 日 米 貿 易 協 定 発 効

平
成

2
8
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

３
年

度
令

和
２

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度

３ ０ 年 ９ 月 豚 熱 発 生 岐 阜

４ 年 １ ２ 月 ～ ５ 年 １ 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

５ 年 ８ 月 豚 熱 発 生 佐 賀

５ 年 １ １ 月 ～ ６ 年 ４ 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

６ 年 ６ 月 豚 熱 発 生 （ 野 生 イ ノ シ シ ） 佐 賀

令
和

７
年

度

71
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0

1,
65

7

63
5

92
2

1,
13

2

93
7

1,
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00
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4
7

10
1

4
7
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1

4
7
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1

4
7
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1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

4
7

10
1

円
/k
g

牛
枝

肉
取

引
価

格
の

推
移

（
大

阪
市

食
肉

卸
売

市
場

）

去
勢

和
牛

去
勢

Ｆ
１

去
勢

ホ
ル

ス

※
日

本
農

業
新

聞
の

市
況

情
報

よ
り

（
各

等
級

の
加

重
平

均
）

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生
(
1
2
月

～

1
月
)

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生
(
1
1
月

～

3
月
)

豚 熱 発 生 (
9
月

～
)

Ｔ Ｐ Ｐ 1
1

発 効 (
1
2

月
)

日 欧 Ｅ Ｐ Ａ 発 効
(
2
月
)

令
和

2
年

度

日 米 貿 易 協 定 発 効
(
1
月
)

令
和

3
年

度
令

和
元

年
度

平
成

3
0
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
4
年

度

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

感 染 拡 大(３ 月 ～)

令
和

4
年

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生
(
1
2
月

～

1
月
)

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生
(
1
1
月

～

4
月
)

令
和

7
年

度
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8
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5
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1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
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4
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8
月

1
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月

4
月

8
月

1
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月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

4
月

8
月

1
2
月

円
/
kg

牛
枝

肉
取

引
価

格
の

推
移

（Ｊ
Ａ

グ
ル

ー
プ

佐
賀

取
扱

実
績

：
和

牛
）

※
黒

毛
和

種
の

去
勢

牛
、

雌
牛

、
経

産
牛

の
平

均
価

格
（
税

抜
き

）

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生 1
2
月
｜ 1
月

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生 1
1
月
｜ 3
月

令
和

元
年

度

Ｔ Ｐ Ｐ １ １ 発 効 1
2

月

日 欧 Ｅ Ｐ Ａ 発 効 2
月

豚 熱 発 生 9 月 岐 阜

令
和

２
年

度

日 米 貿 易 協 定 発 効 1
月

令
和

３
年

度

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 3 月 ～

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度

豚 熱 発 生 8 月 佐 賀

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生 1
2
月
｜ 1
月

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生 1
1
月
｜ 4
月

豚 熱 発 生(野 生 イ ノ シ シ)6 月 佐 賀

令
和

７
年

度
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推
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福
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市
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売

市
場

）
（
円
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kg

） 2
5

年 1
0

月 豚 流 行 性 下 痢

2
6

年 3 月 豚 流 行 性 下 痢

2 6 年 1 2 月 ～ 2 7 年 1 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

平
成

2
5
年

度
平
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2
6
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度
令

和
５

年
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平
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2
7
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度
平
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2
8
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度
平
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2
9
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2 8 年 1 1 月 ～ 2 9 年 3 月
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平
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和
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年
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3
0

年 9 月 豚 熱 発 生 岐 阜
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3
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年 ２ 月 日 欧 Ｅ Ｐ Ａ 発 効

令
和

２
年

度

R 2 年 1 月 日 米 貿 易 協 定 発 効
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３
年

度

R 2 年 3 月 ～

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大

令
和

４
年
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R 5 年 8 月 豚 熱 発 生 佐 賀

R 4 年 1 2 月 ～ 5 年 1 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生
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６
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度R 5 年 1 1 月 ～ 6 年 4 月
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和

７
年

度
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推
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て

ん
基
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価

格

3
0

年 ９ 月 豚 熱 発 生 岐 阜

3
0

年 1
2

月 Ｔ Ｐ Ｐ 1
1

発 効

3
1

年 ２ 月 日 欧 Ｅ Ｐ Ａ 発 効

2 8 年 1 1 月 ～ 2 9 年 3 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

2 6 年 1 2 月 ～ 2 7 年 1 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

Ｒ ２ 年 １ 月 日 米 貿 易 協 定 発 効

※
Ｊ
Ａ

全
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和
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年
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Ｒ ４ 年 1 2 月 ～ ５ 年 ２ 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

令
和

６
年

度

Ｒ ５ 年 ８ 月 豚 熱 発 生 佐 賀

Ｒ ５ 年 1 1 月 ～ ６ 年 ４ 月

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生

Ｒ ６ 年 ６ 月

豚 熱 発 生 （ 野 生 イ ノ シ シ ） 佐 賀

令
和

７
年

度
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アフリカ豚熱等の防疫対策では、第一に、発生地域からのウイルスの侵入を防止
することが重要であり、第二に、万が一発生した場合には、その被害を最小限に食
い止めるため、初動防疫を迅速に実施することが基本となります。
佐賀県では、韓国や中国などのアジア地域でアフリカ豚熱や口蹄疫の発生が続
いていることから、県内へのウイルスの侵入を防ぐため、次の対策を実施しています。

県内の空港等における海外からのアフリカ豚熱・口蹄疫等の侵入防止対策

九州佐賀国際空港国際線ターミナルへ開港に伴う対応について

国際線ターミナル開港に伴い、国と県が連携して旅客の靴底やキャリーバッグの
消毒を実施するため、２ヵ所に消毒マットを設置しています。
また、リーフレットによる乗客への注意喚起を実施しています。

１F２F

ボーディングブリッジ（国対応）
靴底消毒

国際線ターミナル出口（県対応）
靴底・キャリーバッグの消毒

国内線ターミナル 国際線ターミナル 国内線ターミナル 国際線ターミナル

伊万里港等へのアフリカ豚熱等の発生国からの貨物船到着時の対応について

伊万里港や唐津港へ発生国から入港し
た貨物船乗組員に対し、下船時に、靴底
の消毒を実施するため、タラップの下りた
ところに消毒マットを設置しています。
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動物衛生研究部門のホームページ

動物衛生研究部門
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動物衛生研究部門のホームページ

動物衛生研究部門
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佐賀県農林水産部
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畜産関係機関･団体連絡先
機 関 ･ 団 体 名 電話番号 FAX番号 備 考

農林水産省畜産局総務課 03-6744-0562 -
　　　　　　　　　　    企画課 03-3502-5979 -
　　　　　　　　　　    畜産振興課 03-6744-2524 -
　　　　　　　　　　    飼料課 03-6744-7192 -
　　　　　　　　　　    牛乳乳製品課 03-3502-5987 -
　　　　　　　　　　    食肉鶏卵課 03-3502-5989 -
　　　　　　　　　　    競馬監督課 03-3502-5995 -
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 03-6744-2103 -
　　　　　　　 消費・安全局動物衛生課 03-3502-5994 -
九州農政局生産部畜産課 096-300-6278 096-211-9745
農畜産業振興機構企画調整部 03-3583-9803 03-3582-3397
　　　　　　　　　　　 畜産経営対策部 03-3583-8490 03-3589-8729
　　　　　　　　　　　 畜産振興部 03-3583-4334 03-3583-8714
(公社)中央畜産会 03-6206-0840 03-5289-0890
(一財)畜産環境整備機構 03-3459-6300 03-3459-6315
(公財)畜産近代化リース協会 03-3584-0883 03-3584-0758
(一社)日本養鶏協会 03-3297-5515 03-3297-5519
(一社)日本養豚協会 03-3370-5473 03-3370-7937
日本政策金融公庫佐賀支店 0952-27-4120 0952-27-4125
佐賀県農林水産部畜産課 0952-25-7121 0952-25-7309
　　　　　　　　　　　 生産者支援課 0952-25-7112 0952-25-7271
                         佐城農業振興センター 0952-45-8888 0952-45-8880
                           （北部振興担当） 0952-56-2311 0952-56-2846
　　　　　　　　　　　 三神農業振興センター 0952-52-1231 0952-52-1478
                         東松浦農業振興センター 0955-73-1121 0955-75-0578
                         西松浦農業振興センター 0955-23-5128 0955-23-5138
                         杵島農業振興センター 0952-84-3625 0952-84-6425
                         藤津農業振興センター 0954-62-5221 0954-62-5161
                         農業技術防除センター 0952-45-5297 0952-45-5085
                         上場営農センター 0955-82-1930 0955-51-1023
                         畜産試験場 0954-45-2030 0954-20-7000
                         中部家畜保健衛生所 0952-31-2211 0952-34-1046
                         北部家畜保健衛生所 0955-82-3841 0955-51-1024
                         西部家畜保健衛生所 0954-22-3185 0954-20-1013
佐賀市農林水産部農業振興課 0952-40-7115 0952-40-7391
　　　　諸富支所総務・地域振興グループ 0952-47-4905 0952-47-5736
　　　　川副支所総務・地域振興グループ 0952-45-8912 0952-45-4642
　　　　東与賀支所総務・地域振興グループ 0952-45-1022 0952-45-8023
　　　　久保田支所総務・地域振興グループ 0952-68-2111 0952-68-2084
　　　　大和支所総務・地域振興グループ 0952-62-1112 0952-62-2660
　　　　富士支所総務・地域振興グループ 0952-58-2112 0952-58-2119
　　　　三瀬支所総務・地域振興グループ 0952-56-2111 0952-56-2912
唐津市農林水産部農政課 0955-72-9128 0955-72-9241
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鳥栖市経済部農林課 0942-85-3563 0942-83-3095
多久市農林課 0952-75-4825 0952-75-2518
伊万里市建設農林水産部農業振興課 0955-23-2557 0955-23-2474
武雄市営業部農林課 0954-23-9335 0954-23-3816
鹿島市産業部農林水産課 0954-63-3413 0954-63-2313
小城市産業部農林水産課 0952-37-6125 0952-37-6166
嬉野市産業振興部農業政策課 0954-66-9119 0954-66-3119
神埼市産業振興部農政水産課 0952-37-0117 0952-52-6549
吉野ヶ里町農林課 0952-37-0347 0952-53-1106
基山町農林課 0942-92-7945 0942-92-0741
上峰町産業課 0952-52-7415 0952-52-4935
みやき町事業部農林課 0942-96-5534 0942-96-5530
玄海町農林水産課 0955-52-2199 0955-52-3041
有田町農林課 0955-46-5616 0955-46-2100
大町町農林建設課 0952-82-3151 0952-82-3117
江北町地域づくり課 0952-86-5615 0952-86-2130
白石町農業振興課 0952-84-7121 0952-84-6611
太良町農林水産課 0954-67-0315 0954-67-2425
(公社)佐賀県畜産協会 0952-24-7121 0952-25-0863
(一社)佐賀県畜産公社 0952-76-3111 0952-76-4125
(公社)佐賀県獣医師会 0952-37-3810 0952-37-3825
佐賀県競馬組合 0942-83-4538 0942-83-8466
佐賀県農業協同組合中央会 0952-25-5115 0952-25-5130
佐賀県信用農業協同組合連合会 0952-25-5158 0952-22-4297
全国共済農業協同組合連合会佐賀県本部 0952-25-5251 0952-22-7579
佐賀県農業信用基金協会 0952-25-5301 0952-29-5708
佐賀県農業協同組合畜産部畜産管理企画課 0952-75-2955 0952-20-0339
                                       飼料課 0952-75-2939 0952-20-1009
                                       畜産販売課 0952-75-2911 0952-20-1009
                                       畜産指導課 0952-20-2929 0952-74-3623
                                       酪農課 0952-71-9644 0952-75-2296
                                       畜産センター 0952-75-4161 0952-74-3623
唐津農業協同組合畜産部 0955-51-9001 0955-53-2012
伊万里市農業協同組合営農畜産部 0955-23-5560 0955-23-3164
佐賀市中央農業協同組合 0952-23-8555 0952-24-7666
佐賀県開拓畜産事業協同組合 0954-68-0467 0954-68-0477
（一社）佐賀県農業会議 0952-20-1810 0952-20-1818
（公社）全国和牛登録協会佐賀県支部 0952-75-4163 0952-75-7676
佐賀県牛乳普及協会 0952-71-9644 0952-75-2296 （佐賀県農業協同組合酪農課内）

佐賀県養豚協会 0952-24-7121 0952-25-0863 （佐賀県畜産協会内）

(一社)佐賀県配合飼料価格安定基金協会 0952-29-7610 0952-29-7613
佐賀県農業共済組合 0952-31-4171 0952-30-7387
　　　　　　　　　　　　　佐賀支所 0952-45-0133 0952-45-6862
　　　　　　　　　　　　　三神支所 0952-52-2964 0952-52-2997
　　　　　　　　　　　　　小城多久支所 0952-66-0256 0952-66-3593
　　　　　　　　　　　　　東松浦支所 0955-78-1877 0955-78-0858
　　　　　　　　　　　　　伊万里有田支所 0955-23-2045 0955-23-6264
　　　　　　　　　　　　　杵島支所 0952-84-6411 0952-84-6413
　　　　　　　　　　　　　鹿島藤津支所 0954-62-2739 0954-62-2497
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